
国
立
博
物
館
ば
紺
が
剣
移

U
だ
後
も
、
第
3

部
で
「
次
世
代
へ
の
継
承
ー
ア
ジ
ア
の
伝
統

文
化
を
ど
う
伝
え
る
か
？
」
、
第
4
部
で
は

「
魅
力
あ
る
展
示
ヘ
ー
ア
ジ
ア
伝
統
文
化
を

ど
う
み
せ
る
か
？
」
を
テ
ー
マ
に
、
三
輪
嘉

六
九
州
国
立
博
物
館
長
や
各
国
の
博
物
館
か

．
ら
ス
ビ
ー
チ
が
あ
り
、
最
後
に
「
多
様
な
価

値
観
と
ア
イ
デ
ン
テ
イ
テ
ィ
ー
ア
ジ
ア
間
で

の
交
流
、
そ
し
て
世
界
へ
」
を
テ
ー
マ
に
バ

ネ
ル
・
デ
ィ
ス
カ
シ
ョ
ン
が
開
催
さ
れ
、
全

日
程
を
終
了
し
ま
し
た
。
国
立
博
物
館
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
国
に
お
い
て
主
要
か
つ
重
要
な

役
割
を
果
た
し
て
い
ま
す
。
ア
ジ
ア
各
国
の

国
立
博
物
館
同
士
が
率
直
に
意
見
交
換
を
行

う
こ
と
に
よ
っ
て
、
ア
ジ
ア
の
博
物
館
の
連

携
協
力
が
一
層
進
む
こ
と
を
大
い
に
期
待
し

た
い
も
の
で
す
。

な
お
、
美
術
館
に
つ
い
て
も
、
国
立
美
術

館
を
中
心
に
「
ア
ジ
ア
美
術
館
長
会
議

(
A
si

a
n
 
A
rt
 

M
u
s
e
u
m
 Di

rect
ors 

F
o
r
u
m
)
」
が

2
0
0
6
年
に
北
京
の
中
国

美
術
館
で
設
立
さ
れ
、

2
0
0
7
年
に
シ
ン

朗
ガ
ポ
ー
ル
美
術
館
、

2
0
0
8
年
に
は
我
が

瘍
国
の
国
立
新
美
術
館
、

2
0
0
9
年
に
は
韓

穿
国
国
立
現
代
美
術
館
で
開
催
し
て
い
ま
す
。

M
I
C
O
Mー
A
S
P
A
C
日
本
会
議
開
催

当
ア
ジ
ア
博
物
館
研
究
集
会
に
引
き
続
き
、

の
昨
年
1
2
月
7
日
か
ら
9
日
に
か
け
て
、
国
立

ノ
科
学
博
物
館
で

I
C
O
M
|
A
S
P
A
C

一

い

い

出

｀

[

[

]

]

い

最
近
、
ア
ジ
ア
各
地
で
博
物
館
、
美
術
館

の
活
発
な
活
動
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

き
て
い
ま
す
。
今
回
よ
り
毎
号
、
ア
ジ
ア
各

国
の
国
立
博
物
館
や
博
物
館
政
策
等
に
つ
い

て
紹
介
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
第
1

回
目
は
、
近
年
進
み
つ
つ
あ
る
ア
ジ
ア
の
博

物
館
連
携
に
つ
い
て
概
観
し
て
み
る
こ
と
に

し
ま
し
ょ
う
。

ア
ジ
ア
博
物
館
研
究
集
会
開
催

昨
年
1
0
月
3
0
日
か
ら
3
1
日
に
か
け
て
、
我

が
国
で
「
ア
ジ
ア
博
物
館
研
究
集
会

(Asi

an

M
u
s
e
u
m
 A
c
a
d
e
mi

c
 Co
nf
erence)
」
（
主

催
孟
各
化
庁
、
独
立
行
政
法
人
国
立
文
化
財

機
構
）
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
実
際
に
は
全

体
で

3
つ
の
会
議
か
ら
な
り
、
集
会
に
先
立

っ
2
9
日
に
は
、
東
京
国
立
博
物
館
で
「
日
中

韓
国
立
博
物
館
長
会
議
」
が
開
催
さ
れ
ま
し

た
。
同
会
議
は
、
日
中
戟
3
国
の
国
立
博
物

館
長
が
ア
ジ
ア
地
域
の
協
力
強
化
に
お
け
る

ビ
ジ
ョ
ン
を
共
有
す
る
た
め
に
2
0
0
6
年

か
ら
開
催
し
て
お
り
、
今
回

(
2
0
0
9

年
）
で

4
回
目
の
開
催
に
な
り
ま
す
。
第
1

回
は
韓
国
国
立
中
央
博
物
館
で
開
催
さ
れ
、

そ
の
際
「
韓
中
日
国
立
博
物
館
長
会
議
創
立

に
関
す
る
覚
書
」
が
取
り
交
わ
さ
れ
ま
し

た
。
第
2
回
は
翌
年
同
じ
く
同
館
で
、
第
3

回
は
一
昨
年
東
京
国
立
博
物
館
で
開
催
し
て

い
ま
す
。
今
年

(
2
0
1
0
年
）
は
、
現
在

拡
張
工
事
中
の
中
国
国
家
博
物
館
で
開
催
す

る
予
定
で
す
。
今
回

(
2
0
0
9
年
）
は
、

日
本
か
ら
銭
谷
澳
美
東
京
国
立
博
物
館
長
、

韓
国
か
ら
雀
光
植
（
チ
ェ
・
グ
ア
ン
シ
ク
）

韓
国
国
立
中
央
博
物
館
長
、
中
国
か
ら
党
委

書
記
の
黄
振
春
（
フ
ァ
ン
・
ツ
ェ
ン
チ
ュ

ン
）
氏
が
出
席
し
ま
し
た
。

次
い
で
、
同
日
午
後
に
は
、
「
第
2
回
ア

ジ
ア
国
立
博
物
館
協
会

(Asi

an
N
at

i

onal 

M
u
s
e
u
m
 Associ

ati
on :
A
N
M
A
)
」
の

、
理
事
会
が
東
京
文
化
財
研
究
所
で
開
催
さ
れ

ま
し
た
。
同
協
会
は
、
ア
ジ
ア
諸
国
の
博
物

館
が
意
見
を
共
有
し
、
交
流
を
促
進
し
、
具

体
的
な
活
動
計
画
を
話
し
合
う
た
め
の
共
同

の
場
と
す
る
た
め
に
設
置
さ
れ
た
も
の
で
、

2
0
0
7
年
1
0
月
に
韓
国
国
立
中
央
博
物
館

で
開
催
さ
れ
た
第
1
回
理
事
会
で
、
日
中
韓

の
ほ
か
ニ
ュ
ー
デ
リ
ー
国
立
博
物
館
（
イ
ン

ド
）
、
．
タ
イ
国
立
博
物
館
局
、
イ
ン
ド
ネ
シ

ア
国
立
博
物
館
、
マ
レ
ー
シ
ア
国
立
博
物
↓

館
、
ネ
パ
ー
ル
国
立
博
物

館
、
ア
ジ
ア
文
明
博
物
館

ト
ナ
ム
歴
史
博
物
館
、
モ
ン

進

む

ア

ジ

ア

の

博

物

館

連

携

っ

／

ガ

ポ

ー

ル

）

、

国

立

べ

ゴ
ル
国
立
博
物
館
、
カ
ン
ポ

ジ
ア
国
立
博
物
館
の
1
2
館
が
参
加
し
て
「
ア

ジ
ア
国
立
博
物
館
協
会
設
立
宣
言
」
の
署
名

が
な
さ
れ
、
翌
日
設
立
大
会
が
開
催
さ
れ
ま

し
た
。
第
2
回
目
の
開
催
と
な
る
今
回
の
理

事
会
で
は
、
収
蔵
品
の
管
理
・
保
存
・
公
開

に
つ
い
て
の
標
準
指
針
の
制
定
に
向
け
て
、

各
国
の
現
況
を
把
握
し
つ
つ
具
体
的
な
方
策

に
つ
い
て
理
事
国
間
で
協
議
を
続
け
て
い
く

こ
と
と
さ
れ
、

A
N
M
A
へ
の
新
規
加
入
の

手
続
き
に
つ
い
て
も
検
討
が
な
さ
れ
ま
し

た
。
次
回
は
2
0
1
1
年
に
中
国
国
家
博
物

館
で
開
催
す
る
予
定
で
す
。

翌
3
0
日
に
は
「
第
2
回
ア
ジ
ア
国
立
博
物

館
協
会
定
期
大
会
」
が
一
般
に
も
公
開
す
る

合会
識
は
、
ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域
に
お
け
る
博

物
館
関
係
者
に
と
っ
て
、
各
博
物
館
の
現
状

を
お
互
い
に
理
解
し
、
直
面
す
る
課
題
に
ど

の
よ
う
に
取
り
組
む
か
を
検
討
し
、
今
後
の

連
携
を
強
化
す
る
上
で
大
き
な
ス
テ
ッ
プ
と

な
る
会
議
で
し
た
。
本
年
1
1
月
7
i
1
2
日
に

中
国
・
上
海
で
I
C
O
M
総
会
が
開
催
さ
れ

る
予
定
で
、
本
会
議
は
そ
の
準
備
会
合
的
な

位
置
付
け
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
パ
リ
に
あ
る

I
C
O
M
本
部
か
ら
来
賓
と
し
て
ア
リ
ッ
サ

ン
ド
ラ
・
カ
ミ
ン
ズ

I
C
O
M
会
長
や
ジ
ュ

リ
ア
ン
・
ア
ン
フ
ラ
ン

I
C
O
M
事
務
局
長

等
も
出
席
し
、

3
日
間
で
一
般
参
加
者
を
含

む
2
0
か
国
1
5
0
人
以
上
が
参
加
す
る
盛
大

な
も
の
と
な
り
ま
し
た
。

会
議
の
基
本
テ
ー
マ
は
、
「
ア
ジ
ア
太
平

洋
地
域
に
お
け
る
博
物
館
の
中
核
的
な
価
値

の
再
考
と
地
域
遺
産
」
で
し
た
。

I
C
O
M

が
2
0
0
8
i
2
0
1
0
年
の
戦
略
プ
ラ
ン

と
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
文
化
遺
産
の
保
全
と
と

も
に
、
文
化
遺
産
に
つ
い
て
の
社
会
の
意
思

疎
通
に
か
か
わ
る
活
動
へ
の
支
持
を
掲
げ
て

マ
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
セ
ッ
シ
ョ
ン

テ
ー
マ
は
、
①
ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域
の
地
域

遺
産
、
②
ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域
の
博
物
館
情

報
の
た
め
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
築
、
③
ア

ジ
ア
太
平
洋
地
域
博
物
館
に
お
け
る
倫
理
規

程
の
た
め
の
人
材
開
発
と
さ
れ
、
各
セ
ッ
シ

ョ
ン
ご
と
に
4
0
歳
以
下
の
若
手
を
含
む
専
門

家
を
公
募
に
よ
っ
て
招
待
し
た
こ
と
も
画
期

的
な
こ
と
で
、
各
国
か
ら
は
好
評
で
し
た
。

会
議
は
、
組
織
委
員
会
委
員
長
で
あ
る
近

藤
信
司
I
C
O
M
日
本
委
員
長
（
国
立
科
学

博
物
館
長
）
の
開
会
あ
い
さ
つ
で
始
ま
り
、
’

ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
マ
ン
ハ
ー
ト
ユ
ネ
ス
コ
文

化
局
博
物
館
担
当
課
長
お
よ
び
安
来
順
2
0

1
0
年
I
C
O
M
総
会
組
織
委
員
長
よ
り
、

そ
れ
ぞ
れ
ユ
ネ
ス
コ
の
活
動
と

I
C
O
M
上

海
大
会
に
つ
い
て
の
シ
ョ
ー
ト
・
ブ
リ
ー
フ

の
後
、
各
セ
ッ
シ
ョ
ン
テ
ー
マ
に
関
す
る
基

調
諧
演
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
特
に
、

I
C
o

M
倫
理
委
員
長
の
バ
ー
ニ
ス
・
マ
ー
フ
ィ
ー

氏
の
「
世
界
の
動
的
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
に

お
け
る
博
物
館
倫
理
」
と
題
し
た
講
演
は
、

I
C
O
M
職
業
倫
理
規
程
の
現
代
的
課
題
と

そ
の
重
要
性
に
関
す
る
も
の
で
、
未
だ
博
物

館
の
倫
理
規
程
が
策
定
さ
れ
て
い
な
い
我
が

国
に
と
っ
て
は
刺
激
的
な
も
の
で
し
た
。
そ

の
後
2
日
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
た
セ
ッ
シ
ョ

ン
で
は
、
応
募
総
数
4
2
件
(

1

7

か
国

1
地

域
）
の
中
か
ら
採
択
さ
れ
た
1
4
件
の
発
表
が

あ
り
、
そ
れ
ら
の
発
表
と
意
見
交
換
と
を
踏

ま
え
、
最
終
日
に
は
各
テ
ー
マ
に
分
か
れ
て

形
で
東
京
国
立
博
物
館
で
開
催
さ
れ
、
理
事

会
の
報
告
等
が
な
さ
れ
た
後
、
引
き
続
き

「
ア
ジ
ア
博
物
館
研
究
集
会
」
が
開
催
さ
れ

ま
し
た
。
こ
の
集
会
は
今
回
は
じ
め
て
の
開

催
で
、
「
ア
ジ
ア
の
伝
統
文
化
と
世
界
へ
の

発
信
」
の
テ
ー
マ
の
も
と
、
日
本
国
内
の
博

物
館
関
係
者
お
よ
び

A
N
M
A
参
加
館
だ
け

で
な
く
、
中
国
各
地
の
博
物
館
の
関
係
者

や
、
台
湾
、
ス
リ
ラ
ン
カ
、
プ
ー
タ
ン
、
ロ

シ
ア
、
ア
メ
リ
カ
、
ト
ル
コ
、
オ
ー
ス
ト
ラ

リ
ア
、
キ
ル
ギ
ス
な
ど
、
ま
さ
に
世
界
中
か

ら
博
物
館
関
係
者
が
集
ま
り
ま
し
た
。
玉
井

日
出
夫
文
化
庁
長
官
に
よ
る
開
会
あ
い
さ
つ

と
、
銭
谷
館
長
に
よ
る
基
調
講
演
に
続
き
、

第
1
部
は
「
ア
ジ
ア
か
ら
世
界
ヘ
ー
自
国
の

伝
統
文
化
を
ど
の
よ
う
に
発
信
す
る
か
？
」

と
い
う
テ
ー
マ
で
、
ま
ず
韓
国
の
裾
館
長
か

ら
、
韓
国
が
積
極
的
に
推
進
し
て
い
る
韓
国

の
文
化
遺
産
の
海
外
展
の
開
催
と
、
海
外
博

物
館
の
韓
国
ギ
ャ
ラ
リ
ー
の
運
営
に
対
す
る

支
援
に
関
す
る
ス
ピ
ー
チ
が
行
わ
れ
ま
し

た
。
ア
ジ
ア
で
は
じ
め
て
の
開
催
と
な
る

I

C
O
M
総
会
を

2
0
0
4
年
に
ソ
ウ
ル
で
開

催
し
て
か
ら
、
韓
国
の
博
物
館
へ
の
取
組
は

目
を
見
張
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
次
い
で
、

中
国
か
ら
は
拡
張
工
事
中
の
国
家
博
物
館
の

展
望
に
つ
い
て
ス
ピ
ー
チ
が
あ
り
ま
し
た
。
‘

そ
の
後
、
第
2
部
で
は
「
文
化
遺
産
の
保

護
と
活
用
ー
伝
統
文
化
を
守
り
、
ど
う
活
用

す
る
か
？
」
を
テ
ー
マ
に
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
国

立
博
物
館
及
び
ネ
パ
ー
ル
国
立
博
物
館
よ
り

ス
ピ
ー
チ
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
翌
日
、
九
州

を
超
え
て
活
発
な
意
見
交
換
が
行
わ
れ
ま
し

た
。
最
後
上
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
地
域
に
お
け

る
博
物
館
同
士
の
国
際
的
な
協
力
と
連
携
の

強
化
や
、
博
物
館
資
源
の
デ
ジ
タ
ル
化
の
推

進、

I
C
O
M
倫
理
規
程
の
普
及
の
推
進
等

が
盛
り
込
ま
れ
た
「
東
京
宣
言
」
が
取
り
ま

と
め
ら
れ
て
、
会
議
は
全
日
程
を
終
了
し
ま

し
た
。今

後
は
、
こ
れ
ら
の
会
議
を
通
じ
て
浮
き

彫
り
と
な
っ
た
課
題
を
解
決
し
、
欧
米
型
と

は
異
な
る
ア
ジ
ア
の
博
物
館
な
ら
で
は
の
発

展
方
策
を
打
ち
出
し
て
い
く
こ
と
が
大
き
な

目
標
と
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
会

議
の
参
加
者
か
ら
は
、
も
っ
と
日
本
は
リ
ー

ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
す
る
べ
き
だ
と
い
う
意

見
も
多
く
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。
社
会
全
体
が

グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
中
で
動
い
て
い

る
時
代
に
あ
っ
て
、
博
物
館
も
国
際
動
向
を

把
握
し
な
け
れ
ば
成
り
立
た
な
い
世
界
に
な

っ
て
い
ま
す
。
今
年
3
月
に
は
日
本
ミ
ュ
ー

ジ
ア
ム
・
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
学
会
、
全
日
本

博
物
館
学
会
、
日
本
展
示
学
会
が
協
働
し

て
、
「
ア
ジ
ア
博
物
館
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
が
開

催
さ
れ
ま
し
た
が
、
国
立
博
物
館
レ
ベ
ル
、

博
物
館
協
会
レ
ベ
ル
だ
け
で
な
く
、
関
係
学

会
や
専
門
家
レ
ベ
ル
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
段

階
で
積
極
的
な
交
流
が
行
わ
れ
つ
つ
あ
る
こ

と
は
意
義
深
い
こ
と
で
す
。
引
き
続
き
、
博

物
館
関
係
者
が
一
丸
と
な
っ
て
こ
れ
か
ら
の

我
が
国
の
博
物
館
の
国
際
戦
略
を
積
極
的
に

展
開
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
し
ょ
う
。
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シアの履立隙笏飯'

り
、
約

40
室
の
常
設
展
一
に
約
1
万
余
点

の
文
化
財
が
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
具
体
的

に
は
、
旧
石
器
時
代
か
ら
渤
海
時
代
ま
で
の

1
1
の
展
示
室
で
構
成
さ
れ
た
「
考
古
館
」
、

高
麗
時
代
か
ら
朝
鮮
時
代
ま
で
王
室
と
国

家
、
宗
教
思
想
な
ど
の

9
つ
の
テ
ー
マ
で
構

成
さ
れ
た
「
屁
史
館
」
、
名
品
の
美
し
さ
を

鑑
賞
で
き
る
「
美
術
館
」
、
周
辺
国
家
の
遺

物
と
の
歴
史
関
連
性
を
比
較
で
き
る
「
ア
ジ

ア
館
」
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
常
設
展
示
室
に

は
、
個
人
や
私
立
博
物
館
が
所
蔵
し
て
い
る

国
宝
や
宝
物
、
重
要
民
俗
文
化
財
等
も
展
示

さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
国
立
中
央
博
物
館
は
こ
れ
ら
の
文

化
財
の
保
管
や
展
示
に
と
ど
ま
ら
ず
、
教
育

機
能
も
果
た
し
て
お
り
、
講
義
室
｀
囀
セ
ミ
ナ

ー
室
、
図
書
室
な
ど
の
教
育
施
設
を
は
じ

め、

8
0
5
席
規
模
の
シ
ア
タ
ー
「
龍
」
も

設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

2
0
0
8
年
は
、

1
9
0
8
年
に
韓
国
で

初
め
て
の
博
物
館
で
あ
る
朝
鮮
皇
室
樽
物
館

が
設
立
さ
れ
て
か
ら
ち
ょ
う
ど

1
0
0
周
年

を
迎
え
、
こ
れ
を
機
に
韓
国
の
博
物
館
制
度

の
ま
す
ま
す
の
充
実
が
固
ら
れ
よ
う
と
し
て

い
ま
す
。

現
在
、

2
0
1
2
年
の
開
館
を
目
指
し

て
、
国
立
中
央
博
物
館
の
敷
地
内
に
「
ハ
ン

グ
ル
文
化
館
」
を
設
置
す
る
計
面
が
進
め
ら

れ
て
お
り
、
地
下
1
階
、
地
上

3
階
建
て
の

常
設
展
示
館
、
体
験
館
、
教
育
研
究
施
設
等

を
備
え
た
施
設
が
建
設
さ
れ
る
予
定
で
す
。

各
種
博
物
館
施
設
を
竜
山
公
園
周
辺
に
配
樅

叫晉牲

国立現代美術館

し
、
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
と
し

て
造
成
し
よ
う
と
い
う
主
張
も
提
起
さ
れ
て

お
り
、
今
後
の
展
開
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

な
お
、

2
0
0
8
年
5
月
か
ら
、
大
統
領

の
公
約
に
沿
い
、
す
べ
て
の
国
立
博
物
館
と

国
立
現
代
美
術
館
の
常
設
展
を
無
料
と
し
、

今
後
、
そ
の
効
果
等
を
分
析
し
な
が
ら
具
体

的
な
推
進
計
画
を
定
め
る
こ
と
と
し
て
い
ま

す。
回
立
現
代
美
術
館

(
M
O
C
A
)
は
、
韓

国
近
＇
現
代
美
術
の
流
れ
や
抵
界
美
術
の

時
代
的
な
傾
向
を
同
時
に
受
容
し
て
い
る
国

内
唯
一
の
国
立
美
術
館
と
し
て

1
9
6
9
年

に
景
福
宮
内
に
開
館
し
、
徳
寿
宮
石
造
殿
を

経
て
、

1
9
8
6
年
に
現
在
の
呆
川
（
ク
ア

ン
チ
ョ
ン
）
市
の
ソ
ウ
ル
大
公
園
内
に
移
転

国
立
科
学
館
は

1
9
4
5
年
に
ソ
ウ
ル
市

内
に
設
置
さ
れ
、

1
9
5
0
年
に
戦
争
に
よ

り
全
焼
し
た
も
の
の
、

1
9
7
2
年
に
現
在

の
鐘
路
（
チ
ョ
ン
ノ
）
区
に
移
転
し
ま
し

た。

1
9
9
0
年
に
大
田
（
デ
ジ
ョ
ン
）
で

科
学
万
博
が
開
催
さ
れ
、
そ
の
会
場
の

1
つ

と
し
て
大
型
の
分
館
が
オ
ー
プ
ン
す
る
と
、

組
織
を
改
編
し
て
国
立
ソ
ウ
ル
科
学
館
と
な

り
、
大
田
の
分
館
は
、

2
0
0
0
年
に
万
博

跡
地
を
活
用
し
た
エ
キ
ス
ポ
科
学
公
園
の
中

国
立
科
学
館
の
整
備
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国
立
現
代
美
循
館

し
ま
し
た
。
ナ
ム
ジ
ュ
ン
。
パ
イ
ク
氏
の
作

品
が
有
名
な
大
型
の
国
際
的
規
模
の
美
術
館

で
、
野
外
彫
刻
場
を
兼
ね
備
え
、
韓
国
美
術

文
化
の
新
し
い
窓
を
開
き
ま
し
た
が
、
都
心

部
か
ら
離
れ
て
い
る
と
い
う
不
便
さ
が
課
題

と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、

1
9
9
8

年
に
分
館
と
し
て
徳
寿
宮
美
術
館
を
開
館

し
、
中
・
小
規
模
の
企
画
展
示
等
を
開
催
し

て
い
ま
す
が
、
さ
ら
に
昨
年
、
画
廊
の
密
集

し
て
い
る
昭
格
洞
（
ソ
ギ
ョ
タ
ド
ン
）
に
あ

る
旧
国
軍
機
務
司
令
部
の
建
物
を
国
立
現
代

美
術
館
ソ
ウ
ル
館
と
し
て
蓋
備
す
る
こ
と
を

決
定
し
ま
し
た
。

2
0
1
3
年
に
は
オ
ー
プ

ン
す
る
予
定
で
、
韓
国
美
術
界
に
新
た
な
ア

ー
ト
シ
ー
ン
が
登
場
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ

ま
す
。な

お
、
国
立
現
代
美
術
館
を
迂
回
的
法
人

化
（
我
が
国
の
独
立
行
政
法
人
制
度
と
同
様

の
制
度
）
す
る
こ
と
が
検
討
さ
れ
て
お
り
、

今
後
の
動
向
が
注
目
さ
れ
ま
す
。

： 
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国立中央博物館

韓
回
で
は
、

2
0
0
4
年
に
ア
ジ
ア
で
は

初
の
開
催
と
な
る

I
C
O
M
（
国
際
博
物
館

協
会
）
ソ
ウ
ル
大
会
の
開
催
を
機
に
、
韓
同

博
物
館
協
会
を
中
心
に
憾
物
館
の
振
興
施
策

を
推
進
し
て
い
ま
す
。
韓
国
の
博
物
館
は
、

2
0
0
0
年
以
降
増
加
傾
向
に
あ
り
ま
す

が
、
蓋
的
整
備
か
ら
質
的
整
備
を
図
る
時
期

に
き
て
い
ま
す
。
輻
国
の
国
立
樽
物
館
は
す

べ
て
国
の
直
轄
で
あ
り
、
そ
う
い

う
意
味
で
は
、
国
策
で
博
物
館
政

策
を
展
開
し
て
い
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。
本
稿
で
は
、
韓
国
の
博
物

館
制
度
を
概
観
し
た
上
で
、
国
立

博
物
館
行
政
は
文
化
体
育
観
光
部
（
日
本

で
い
う
「
省
」
）
の
所
管
で
あ
り
、
同
部
は

文
化
・
芸
術
・
図
書
誼
・
放
送
・
出
版
・
ス

ポ
ー
ツ
・
青
少
年
・
海
外
文
化
広
報
お
よ
び

観
光
に
関
す
る
事
務
を
所
掌
し
、
外
局
と
し

て
文
化
財
庁
が
設
置
さ
れ
て
い
ま
す
。

1
9

7
4
年
に
「
悼
物
館
法
」
を
制
定
し
ま
し
た

が、

1
9
9
1
年
に
改
正
、
さ
ら
に

2
0
0

1
年
に
「
博
物
館
及
び
美
術
館
振
興
法
」

韓
国
の
国
立
博
物
館

（
以
下
、
「
博
物
誼
法
」
と
い
う
）
に
全
而
改

正
し
ま
し
た
。
ま
た
、
科
学
館
に
つ
い
て
は

2
0
0
7
年
4
月
に
「
科
学
館
育
成
法
」
を

制
定
し
、
科
学
技
術
部
の
所
掌
に
移
管
し
ま

し
た
。文

化
体
育
観
光
部
で
は
、
博
物
館
振
興
総

合
計
画
の
策
定
や
公
私
立
博
物
館
の
設
立
・

育
成
を
行
っ
て
お
り
、
国
立
博
物
館
を
所
管

し
て
い
ま
す
。
博
物
館
法
で
は
、
博
物
館
お

よ
び
美
術
館
は
そ
れ
ぞ
れ
国
立
、
公
立
、
私

立
、
大
学
の

4
つ
に
分
類
さ
れ
て
お
り
、
同

法
に
基
づ
き
文
化
体
育
観
光
部
に
「
博
物
館

及
び
美
術
館
振
興
委
員
会
」
が
置
か
れ
、
そ

の
発
展
と
振
興
に
関
す
る
重
要
事
項
を
審
議

す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
韓
国
に
も
我

が
固
同
様
に
登
録
樽
物
館
制
度
が
あ
り
、
登

録
博
物
館
は
、
3
0
坪
以
上
の
延
床
面
積
を
有

す
る
こ
と
や
温
湿
度
管
理
が
で
き
る
収
蔵
廊

を
有
す
る
こ
と
、
年
間
ー
文
u
0
日
以
上
開
鮪

し
て
い
る
こ
と
な
ど
が
要
件
と
さ
れ
、
コ
レ

ク
シ
ョ
ン
の
数
に
よ
っ
て

1
穂
お
よ
び

2
租

に
分
か
れ
ま
す
。
現
在
、

4
0
0
館
以
上
の

登
録
博
物
館
が
あ
り
、
そ
の
う
ち
お
よ
そ

4

割
が
国
公
立
博
物
館
、

3
割
が
私
立
博
物

館、

2
割
が
大
学
悼
物
館
、

1
割
が
企
業
立

博
物
館
で
、
宗
教
法
人
立
博
物
館
が
わ
ず
か

に
あ
る
と
い
う
状
況
で
す
。
こ
の
ほ
か
、
登

録
さ
れ
て
い
な
い
博
物
館
が

7
0
0
縮
以
上

あ
り
、
私
立
博
物
館
に
つ
い
て
は
、
大
統
領

令
に
基
づ
く
設
立
計
画
の
承
認
が
必
要
と
さ

れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
登
録
博
物
館
に
は
、

2
0
0
3
年

か
ら
本
格
実
施
さ
れ
て
い
る
「
学
芸
士
」

（
日
本
で
い
う
「
学
芸
員
」
）
の
有
資
格
者
の

必
置
義
務
が
あ
り
ま
す
。
学
部
卒
で
国
家
試

験
に
合
格
す
れ
ば
「
准
学
芸
士
」
の
資
格
を

得
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
後
5
年
の
勤
務
て

「
3
級
正
学
芸
士
」
、

71
年
の
勤
務
で
「

2
級

正
学
芸
士
」
、

9
年
の
勤
務
で
「
l
級
正
学

芸
士
」
と
な
る
申
賄
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
学
芸
士
は
、
年
1
回
経
歴
証
明
が
義
務

づ
け
ら
れ
て
お
り
、
博
物
館
法
上
、
学
芸
士

は
一
国
際
博
物
館
会
談
（
I
C
O
M
)
の
倫

理
綱
領
と
国
際
協
約
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
な
お
、

登
録
博
物
館
に
対
し
て
は
、
運
営
に
必
要
な

全
国
各
地
に
あ
る
園
立
博
物
館

樽
物
館
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。

博
物
館
の
行
政
組
織
お
よ
び

法
体
系

経
翌
に
対
す
る
補
助
の
ほ
か
、
各
種
税
制
優

遇
措
饂
や
輸
送
費
の
免
除
等
の
措
置
が
な
さ

れ
て
い
ま
す
。

国
立
博
物
館
は
、
熊
物
館
法
上
、
文
化
体

育
観
光
部
長
官
の
所
属
下
に
「
国
家
を
代
表

す
る
博
物
館
及
び
美
術
館
」
と
し
て
位
置
づ

け
ら
れ
て
い
る
国
立
中
央
博
物
館
と
国
立
現

代
美
術
館
、
同
じ
く
「
民
俗
資
料
の
収
集
“

保
存
・
展
示
と
、
こ
れ
の
体
系
的
な
調
査
。

研
究
の
た
め
」
に
設
け
ら
れ
て
い
る
国
立
民

俗
博
物
館
が
設
置
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
ほ

か
、
こ
れ
ら
の
地
方
分
館
と
し
て
各
道
に
国

立
隙
物
館
が
1
1
舘
設
置
さ
れ
て
い
ま
す
（
公

州
、
扶
餘
、
光
州
、
晋
州
、
慶
州
、
全
州
、

済
州
、
消
州
、
大
邸
、
金
海
、
春
川
）
。
ま

た
、
独
立
記
念
館
や
国
立
科
学
館
等
文
化
観

光
部
以
外
の
部
署
が
設
概
し
て
い
る
国
立
博

物
館
が

20
館
あ
り
ま
す
。
文
化
体
育
蜆
光
部

で
は
、
現
在
同
部
が
所
管
す
る
日
の
国
立
博

物
館
と
協
力
し
、
「
22
抵
紀
に
向
け
た
政
策
」

を
実
施
し
て
い
ま
す
。

最
大
の
館
で
あ
る
国
立
中
央
憚
物
舘
は
ソ

ウ
ル
の
中
心
部
に
位
置
し
、

2
0
0
3
年
に

移
転
・
開
館
し
ま
し
た
。
龍
山
（
ヨ
ン
サ

ン
）
地
区
と
呼
ば
れ
る
約
3
0
万

mも
の
広
大

な
敷
地
に
建
て
ら
れ
た
延
べ
面
積
約
1
3
万
，
m

の
館
内
は
、
長
さ

4
0
4
m
、
地
下

1
階
。

地
上

6
階
、
展
示
面
積
だ
け
で
も
約
2
万
7i

0
9
0
,
m
の
批
界
で
も
有
数
の
規
模
を
誇
り

ま
す
。
1
3
万
余
点
の
所
蔵
品
を
有
し
て
お

核
施
設
と
し
て
国
立
中
央
科
学
館
と
な
り
ま

し
た
。
さ
ら
に
、

2
0
0
8
年
且
月
に
は
ソ

ウ
ル
市
の
南
郊
に
、
国
立
果
川
科
学
館
が
開

館
し
ま
し
た
。
同
館
は
、
「
韓
国
の
科
学
技

術
力
を
象
徴
す
る
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
と
し
て
、

青
少
年
の
科
学
技
術
に
対
す
る
興
味
と
関
心

を
誘
発
し
て
未
来
の
科
学
者
の
夢
を
培
う
」

こ
と
を
目
的
に
、
教
育
科
学
部
と
京
畿
道

（
キ
ョ
ン
ギ
ド
）
が
総
額

4
5
0
0
値
ウ
ォ
．

ン
を
投
入
し
た
韓
国
最
大
の
科
学
館
で
す
。

敷
地
面
積
は

24
万
4
0
0
0
m
、
施
設
の
総

床
面
積
は

4
万
9
0
0
0
2
m
で
、
国
立
中
央

科
学
館
の
約
3
倍
の
規
模
を
誇
り
ま
す
。
館

内
に
は

7
0
0
近
い
テ
ー
マ
で
、

4
2
0
0

点
の
展
示
が
配
置
さ
れ
、
体
験
型
展
示
が
全

展
示
物
の
5
0
％
以
上
を
占
め
ま
す
。
「
科
学

館
」
と
言
っ
て
も
、
韓
国
に
は
未
だ
国
立
自

然
史
博
物
館
が
未
整
備
の
た
め
自
然
史
綿
門

も
あ
り
ま
す
（
新
た
に
安
山
〈
ア
ン
サ
ン
〉

に
国
立
自
然
史
博
物
館
を
設
置
す
る
計
画
が

進
行
中
）
。
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上海博物館 9月29日から 11月23日まで

文化庁海外展を開催予定

「
中
国
国
家
博
物
舘
」
に
改
轟
さ
れ
ま
し

た
。
建
築
面
積
は

6
万
5
0
0
0t

m
で
、
そ

れ
ま
で
「
中
国
歴
史
博
物
館
」
に
収
蔵
さ
れ

て
い
た
文
化
財
は
、
出
土
追
物
、
貨
幣
、
民

族
資
料
、
文
献
拓
本
な
ど
を
含
む
4
0
万
余
点

も
あ
り
、
展
示
品
は

9
0
0
0
余
点
も
あ
り

ま
し
た
。
ま
た
、
「
中
国
革
命
博
物
館
」
に

収
蔵
さ
れ
て
い
た
資
料
は
、

1
8
4
0
年
の

ア
ヘ
ン
戦
争
以
降
、
中
華
人
民
共
和
国
の
成

立
ま
で
1
2
万
余
点
も
あ
り
ま
し
た
。

同
博
物
館
は
現
在
改
築
、
拡
充
工
事
を
進

め
て
お
り
、
工
事
終
了
後
の
総
床
面
積
は
1
9

万
2
0
0
0
2
1
1
1
、
展
示
面
積
6
万
5
0
0
0

,.m
、
広
さ
8
0
0
1
1
0
0
0
.nim
の
ギ
ャ
ラ

リ
ー
が

44
室
あ
り
、
中
国
の
古
代
か
ら
現
代

中国国家博物館（改築前）

中
国
（
中
華
人
民
共
和
国
）
で
は
、
今
年

1
1
月
に
ア
ジ
ア
で
は

2
0
0
4
年
の
ソ
ウ
ル

大
会
に
次
い
で

2
回
目
と
な
る

I
C
O
M

（
国
際
拇
物
館
協
会
）
上
海
大
会
の
開
催
に

向
け
て
、
国
家
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
中
国

全
土
で
博
物
館
の
整
備
拡
充
を
進
め
て
お

り
、
悔
物
館
事
業
に
対
す
る
財
政
支
出
の
拡

大
と
、
博
物
館
に
対
し
て
収
蔵
品
関
連
の
収

益
事
業
を
積
極
的
に
推
進
す
る
よ

う
指
禅
し
て
い
ま
す
。
中
国
で
改

革
閲
放
政
策
が
始
ま
っ
た

1
9
7

8
年
に
は
博
物
館
総
数
は

3
4
9

館
に
過
ぎ
ま
せ
ん
で
し
た
が
、

2

0
0
9
年
末
に
は

2
5
0
0
館
を
超
え
て
お

り
（
そ
の

9
割
は
国
が
所
有
）
、
こ
こ
3
0
年

に
お
け
る
中
国
の
急
速
な
政
治
的
、
経
済

的
、
文
化
的
、
社
会
的
発
展
と
と
も
に
、
博

物
館
の
数
も
急
速
に
成
長
し
て
き
た
と
い
え

ま
す
。
ま
た
、
主
要
都
市
に
あ
る
既
存
の
博

物
館
は
、
そ
の
内
容
を
刷
新
し
、
国
際
的
に

も
遜
色
の
な
い
機
能
を
有
す
る
施
設
へ
と
リ

ニ
ュ
ー
ア
ル
が
進
め
ら
れ
て
お
り
、
都
市
の

顔
と
し
て
の
役
割
を
担
っ
て
い
ま
す
。
本
稿

で
は
、
ま
ず
、
中
国
に
お
け
る
博
物
館
の
成

り
立
ち
に
つ
い
て
述
べ
た
後
、
現
在
I
C
o

M
上
海
大
会
の
開
催
に
向
け
て
延
設
が
進
め

ら
れ
て
い
る
中
国
国
家
博
物
館
に
つ
い
て
紹

介
し
、
最
後
に
中
国
の
博
物
館
制
度
に
つ
い

て
述
べ
る
こ
と
と
し
ま
す
。

中
国
で
最
初
の
近
代
的
な
博
物
館
は
、
中

国
南
東
部
の
江
蘇
省
の
「
南
通
博
物
苑

l

で、

1
9
0
5
年
に
張
脊
（
チ
ャ
ン
・
チ
ェ

ン
）
と
い
う
実
業
家
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
ま

し
た
。
張
賽
は

1
9
0
3
0
年
に
日
本
を
訪

れ
、
東
京
帝
室
博
物
館
（
現
・
東
京
国
立
博

物
館
）
や
東
京
教
育
博
物
館
（
現
・
国
立
科

ま
で
の
貴
露
な
文
化
財
を
系
統
的
に
収
蔵
、

展
示
し
、
あ
わ
せ
て
世
界
の
文
明
と
各
地
域

の
優
れ
た
文
化
を
も
紹
介
す
る
予
定
で
す
。

す
で
に
、
~
昨
年9
月
か
ら
1
1
月
ま
で
中
国
の

近
現
代
の
歴
史
に
つ
い
て
の
常
設
展
示
を

「
復
興
の
道
」
と
題
し
て
公
開
し
ま
し
た

が
、
最
終
的
に
は
、
も
う
1
つ
の
常
設
展
示

と
し
て
「
古
代
中
国
」
を
設
け
、
中
国
文
明

の
歩
み
と
近
代
化
に
つ
い
て
展
示
す
る
予
定

で
す
。
あ
わ
せ
て
、
「
中
国
古
代
青
銅
芸
術
」

「
中
国
古
代
貨
幣
芸
術
」
「
中
国
古
代
仏
像
芸

術
」
な
ど

15
の
テ
ー
マ
展
を
予
定
し
て
い
ま

す
。
収
蔵
品
は
、
現
在
で
は

1
0
0
万
点
以

上
に
な
っ
て
お
り
、
近
現
代
美
術
も
収
集
し

て
い
ま
す
。
今
秋
の
グ
ラ
ン
ド
・
オ
ー
プ
ン

が
待
た
れ
る
と
こ
ろ
で
す
。

中
国
の
博
物
館
制
度

中
国
で
は
「
博
物
館
法
」
は
い
ま
だ
制
定

さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、

2
0
0
5
年
1
2
月
に

「
博
物
館
管
理
規
則
」
（
文
化
部
令
第

35

号
）
が
制
定
、
翌
2
0
0
6
年
1
月
か
ら
施

行
さ
れ
て
お
り
、
①
博
物
館
に
よ
る
収
蔵
品

関
連
事
業
の
推
進
や
多
方
面
か
ら
の
資
金
調

達
を
国
が
奨
励
す
る
こ
と
、
②
博
物
館
に
対

し
て
は
、
税
の
減
免
措
置
が
講
じ
ら
れ
る
こ

と
、
な
ど
の
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

博
物
館
の
設
置
申
請
に
あ
た
っ
て
は
、
所
在

地
の
市
レ
ベ
ル
の
文
化
財
行
政
所
管
官
庁
に

お
け
る
審
査
を
経
て
、
省
レ
ベ
ル
の
文
化
財

行
政
所
管
官
庁
に
申
請
書
類
を
提
出
し
、
審

中
国
に
お
け
る

博
物
館
の
成
り
立
ち

中
国
の
国
立
博

館

無
料
開
放
（
免
費
開
放
）

政
策
の
推
進

学
博
物
館
）
、
小
石
川
植
物
園
な
ど
を
見
学

し
、
多
く
の
影
響
を
受
け
た
と
い
わ
れ
て
い

ま
す
。し

か
し
、
中
国
に
お
け
る
悼
物
館
の
成
り

立
ち
は
、
基
本
的
に
は
国
家
が
所
有
す
る
文

化
財
を
基
本
と
し
て
建
殷
さ
れ
た
も
の
が
多

く
、
欧
米
の
よ
う
に
個
人
の
コ
レ
ク
タ
ー
の

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
も
と
に
設
立
さ
れ
た
も
の

は
極
め
て
少
な
い
状
況
に
あ
り
ま
す
。

2
0

0
5
年
に
南
通
市
で
中
国
隙
物
館
事
業
創
立

百
周
年
記
念
式
典
が
開
催
さ
れ
た
際
、
諸
外

国
の
有
識
者
に
よ
っ
て
、
中
国
の
博
物
館
の

抱
え
る
課
題
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
整

理
さ
れ
ま
し
た
。
現
在
、
こ
れ
ら
の
課
題
を

解
決
す
る
べ
く
、
取
組
が
進
め
ら
れ
て
い
る

と
言
っ
て
い
い
で
し
ょ
う
。

・
中
国
の
博
物
館
の
7
0
％
は
歴
史
文
化
型
で

あ
る
た
め
、
多
様
な
悼
物
館
を
作
る
。

・
近
現
代
の
「
物
証
」
と
な
る
資
料
の
何
を

収
集
、
収
蔵
す
る
か
を
明
確
に
し
て
活
動

す
る
。

•
国
有
博
物
館
が
多
数
を
占
め
る
が
、
個

人
、
民
間
も
含
め
博
物
館
の
運
営
主
体
を

多
様
化
す
る
。

・
展
示
の
面
白
さ
と
鑑
賞
性
を
増
強
し
、
国

民
が
博
物
館
に
競
し
み
を
持
て
る
よ
う
に

す
る
。

・
中
型
以
上
の
都
市
ご
と
に

1
か
所
、
機
能

を
完
備
し
て
い
る
博
物
館
を
整
備
す
る
。

・
中
国
の
博
物
館
は
、
ソ
連
指
導
時
代
に
作

ら
れ
た
も
の
が
基
本
と
さ
れ
て
お
り
、
組

査
が
行
わ
れ
ま
す
。
博
物
館
は
毎
年
1
回、

市
に
業
務
内
容
に
関
す
る
報
告
を
行
い
、
監

査
を
受
け
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

な
お
、
現
在
第
1
1
次
5
か
年
計
圃
言
2
0

0
6
¥
2
0
1
0
)
期
間
中
の
政
策
目
標
を

定
め
た
「
文
化
建
設
1
1
,
5
計
画
」
を
進
め

て
お
り
、
国
立
博
物
館
を
先
導
者
、
省
立
博

物
館
と
重
点
業
種
博
物
館
を
中
核
と
し
、
国

所
有
博
物
館
を
主
、
民
営
博
物
館
を
従
と
す

る
全
国
的
な
牌
物
館
不
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
築

す
る
と
い
う
方
針
が
掲
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

2
0
0
8
年
1
月
23
日
、
中
国
政
府
よ
り

「
全
国
博
物
館
、
記
念
館
の
無
料
開
放
（
免

費
開
放
）
に
関
す
る
通
知
」
が
出
さ
れ
ま
し

た
。
無
料
開
放
を
実
施
す
る
こ
と
で
、
公
共

文
化
サ
ー
ビ
ス
体
系
と
公
民
思
想
道
徳
が
整

備
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
お
り
、
入
館

料
収
入
減
に
対
し
て
は
中
央
政
府
に
よ
る
財

政
負
担
が
行
わ
れ
ま
す
。
盤
料
開
放
を
実
施

し
て
い
る
博
物
餓
は
、

2
0
0
8
年
4
月
1

日
の
時
点
で

6
0
0
か
所
に
の
ぽ
り
、
昨
年

か
ら
さ
ら
に

8
0
0
か
所
を
無
料
で
開
放
す

る
計
画
で
、
今
年
末
ま
で
に
全
国
の
無
料
開

放
博
物
館
は
計
1
4
0
0
か
所
に
達
す
る
見

通
し
で
す
。

2
0
0
8
年
に
無
料
開
放
し
た

博
物
館
の
入
場
者
総
数
は

1
億

5
4
0
0
万

人
以
上
と
な
り
、
無
料
化
前
と
比
較
す
る
と

各
館
平
均
し
て

60
i
7
0
％
増
と
な
っ
て
お

織
が
縦
割
り
で
横
の
連
提
が
ま
っ
た
く
見

ら
れ
な
い
。

。
学
芸
員
制
度
が
存
在
せ
ず
、
研
究
部
以
外

は
大
半
が
素
人
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い

る
。
職
員
を
採
用
す
る
制
度
に
聞
題
が
あ

る
。
そ
の
た
め
、
文
物
や
遺
跡
の
管
理
学

が
極
め
て
不
足
し
て
い
る
。
若
い
研
究
者

の
養
成
が
急
が
れ
、
博
物
館
職
員
の
専
門

性
を
生
か
せ
る
制
度
が
必
要
で
あ
る
。

中
国
初
の
公
立
博
物
館
と
し
て
は
、

1
-
9

1
2
年
に
「
国
立
歴
史
博
物
館
設
置
準
備

処
」
（
国
立
歴
史
博
物
館
準
備
室
）
が
設
立

さ
れ
、
こ
れ
が
「
中
国
国
家
博
物
館
l

の
前

身
と
な
っ
て
い
ま
す
。
「
中
国
国
家
憾
物
館
」

は、

1
9
4
9
年
1
0
月
1
日
、
中
華
人
民
共

和
国
の
成
立
の
同
日
に
「
国
立
北
京
歴
史
博

物
館
」
と
改
称
さ
れ
、
さ
ら
に

1
9
5
9
年

に
「
中
国
歴
史
博
物
館
」
と
改
名
し
て
い
ま

す
。
一
方
、

1
9
5
0
年
に
「
国
立
革
命
隙

物
館
獅
備
処
」
（
国
立
革
命
博
物
館
準
備
室
）

が
設
立
さ
れ
、

1
9
"
6
0
年
に
正
式
に
一
中

国
革
命
博
物
館
」
と
し
て
開
館
し
ま
し
た
。

1
9
5
9
年
8
月
、
天
安
門
広
場
の
西
側

に
入
民
大
会
堂
の
完
成
と
同
時
に
、
対
面
の

広
場
東
側
に
革
命
博
物
館
と
歴
史
博
物
館
の

両
方
が
入
る
大
規
模
な
建
築
物
が
竣
工
し
、

同
年
1
0
月
1
日
、
建
国
1
0
周
年
を
記
念
し
て

一
般
公
開
さ
れ
ま
し
た
。

両
館
は
、

2
0
0
3
年
2
月
に
合
併
し
て

り
、
そ
の
成
果
は
確
実
に
あ
が
っ
て
い
る
よ

う
で
す
。
な
お
、
蜆
在
、
中
国
政
府
は
「
博

物
館
・
記
念
館
無
料
開
放
特
別
資
金
管
理
弁

法
」
の
制
定
に
着
手
し
て
お
り
、
中
央
財
政

に
特
別
資
金
を
設
け
、
政
府
が
定
め
た
無
料

開
放
の
範
囲
に
基
づ
き
、
地
方
の
博
物
館
・

記
念
館
の
無
料
開
放
に
必
要
な
資
金
を
霊
点

的
に
補
助
す
る
こ
と
を
検
討
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
博
物
館
の
質
的
向
上
に
向
け
て
、

博
物
館
無
料
開
放
政
策
と
同
時
期
の

2
0
0

8
年
2
月
、
国
家
文
物
局
よ
り
博
物
館
評
価

に
つ
い
て
そ
の
仕
組
み
と
申
請
方
法
、
評
価

基
準
を
定
め
た
「
全
国
博
物
館
評
価
方
法

（
試
行
）
」
が
公
告
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
任

意
で
す
が
、
公
告
さ
れ
た
基
準
に
基
づ
い
て

自
己
評
価
し
た
結
果
を
申
請
す
れ
ば
、
全
国

博
物
館
評
価
委
員
会
等
に
よ
っ
て
審
査
が
な

さ
れ
、

1
1
3
級
の

3
段
階
に
評
価
認
定
が

な
さ
れ
ま
す
。

2
0
0
8
年
に
は
29
の
省
か

ら

1
4
9
か
所
の
博
物
館
か
ら
申
請
が
あ

り
、
専
門
家
の
評
定
を
経
て
、
故
宮
博
物

院
、
上
海
博
物
館
、
南
京
博
物
院
、
挟
西
悔

物
館
な
ど

83
か
所
が
国
家

1
級
と
諮
定
さ
れ

ま
し
た
。
国
家
が
博
物
館
の
評
価
基
準
を
定

め
、
自
ら
そ
の
認
定
を
行
い
、
公
表
ま
で
し

て
い
る
と
い
う
点
で
注
目
に
値
し
ま
す
。
博

107。
2
 

物
館
無
料
開
放
の
流
れ
が
あ
る
な
か
、
こ
れ

E
Ci
 

注
l.学

に
よ
っ
て
新
し
い
体
制
が
樽
入
さ
れ
、
管
理
時

や
サ
ー
ビ
ス
な
ど
の
レ
ベ
ル
が
上
が
れ
ば
、
岬文

人
々
は
文
化
遺
産
に
よ
り
親
し
む
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
な
る
と
期
待
さ
れ
て
い
ま
す

C

中
国
国
家
博
物
館
の
展
望
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茨の昼1立博瘍崩'

国立故宮博物院

台
湾
に
お
け
る
博
物
館
の
歴
史

現
在
、
台
湾
に
は
国
公
私
立
を
含
め
大
小

6
0
0館
あ
ま
り
の
博
物
館
が
設
置
さ
れ
て

お
り
、
こ
の
う
ち
、
お
よ
そ
半
分
が
中
央
政

府
・
地
方
政
府
か
ら
の
助
成
を
受
け
て
い
ま

す
。
台
湾
の
博
物
館
の
歴
史
は
、
大
き
く
日

本
統
治
期

(
1
8
9
4
1
1
9
4
5
)
、
戦

後
の
国
民
党
政
府
期

(
1
9
4
5
1
1
9
7

9

)

、
文
化
建
設
委
員
会
に
よ
る

文
化
政
策
期

(
1
9
8
0
1
)
に

大
別
で
き
ま
す
。

台
湾
に
お
け
る
は
じ
め
て
の
博

物
館
機
能
を
持
っ
た
施
設
は
、
日

る
た
め
、

1
9
8
1年

r

ィ

参
考
に
文
化
建
設
委
員
会
を
設
置
し
ま
し

た
。
こ
れ
以
降
、
同
委
員
会
を
中
心
に
地
域

主
体
の
文
化
施
設
の
設
置
が
促
進
さ
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
す
。
文
化
中
心
は
2
1
県
市
に
合

計
2
2
か
所
設
け
ら
れ
、
積
極
的
に
地
域
文
化

を
推
進
す
る
た
め
の
博
物
館
も
数
多
く
設
懺

さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
さ
ら
に

1
9
8
1
年

に
は
台
湾
に
お
け
る
現
代
的
な
博
物
館
運
動

の
先
駆
と
な
る
国
立
自
然
科
学
博
物
館
も
台

中
に
開
館
し
ま
し
た
。

1
9
8
7
年
に
戒
厳
令
が
解
除
さ
れ
る

と
、
よ
う
や
く
台
湾
の
博
物
館
は
自
由
な
活

動
が
可
能
に
な
り
、
地
域
社
会
と
の
結
び
つ

き
を
強
め
た
運
営
へ
の
転
換
を
志
向
し
た
公

立
博
物
館
や
、
企
業
や
個
人
に
よ
る
私
立
博

物
館
も
設
置
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

1
9
8
7
年
に
発
表
さ
れ
た
「
文
化
建
設
方

本
統
治
期
の

1
8
9
9
年
に
設
置
さ
れ
た

「
台
北
商
品
陳
列
館
」
で
、
本
格
的
な
博
物

館
は
、

1
9
0
8
年
に
旧
彩
券
（
宝
く
じ
）

局
の
建
物
を
利
用
し
て
開
館
し
た
「
台
湾
総

こ
う
し

督
府
民
政
部
殖
産
局
付
属
博
物
館
」
を
嘴
矢

と
し
ま
す
。
同
館
は
、
統
治
政
策
に
も
必
要

な
台
湾
の
自
然
資
源
（
動
植
物
、
鉱
物
、
農

林
水
産
物
等
）
や
民
俗
等
に
関
す
る
調
査
研

究
を
行
う
学
術
研
究
機
関
で
あ
り
、
台
湾
の

南
北
を
縦
貫
す
る
鉄
道
（
基
隆

1
高
雄
間
）

開
通
を
記
念
し
た
施
設
で
も
あ
り
ま
し
た
。

日
本
統
治
期
に
台
湾
に
建
設
さ
れ
た
博
物

館
23
館
の
う
ち
、
自
然
史
系
の
博
物
館
が
15

台
湾
の
国
立
博
物
館

を
占
め
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
の
時
代
は

政
策
的
に
博
物
館
に
殖
産
興
業
化
を
支
援
ま

た
は
誇
示
す
る
よ
う
な
機
能
が
求
め
ら
れ
た

と
言
っ
て
い
い
で
し
ょ
う
。
同
館
は

1
9
1

5
年
に
「
児
玉
総
督
・
後
藤
民
政
長
官
記
念

館
」
に
移
転
し
、
戦
後
の

1
9
4
9
年
に

「
台
湾
省
立
博
物
館
」
と
改
称
、
さ
ら
に

1

9
9
9年
に
現
在
の
「
国
立
台
湾
博
物
館
」

に
改
称
さ
れ
ま
し
た
。
新
古
典
主
義
建
築
の

建
物
は
、

1
9
9
9年
に
台
湾
の
国
定
古
蹟

に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
同
館
は
基
本
的
に

台
湾
の
歴
史
と
自
然
を
主
題
と
し
、
歴
史
と

諸
民
族
、
地
質
史
と
鉱
物
、
生
物
の
多
様

性
、
台
湾
の
生
物
、
台
湾
の
先
住
民
等
を
対

案
」
の
中
に
は
、
文
化
中
心
に
地
域
特

性
の
あ
る
博
物
館
（
特
色
館
）
を
設
置
す
る

こ
と
が
規
定
さ
れ
、
さ
ら
に

1
9
9
4年
に

は
李
登
輝
総
統
の
も
と
で
「
社
区
総
体
営
造

計
画
」
が
策
定
さ
れ
、
地
域
産
業
の
振
興
に

寄
与
す
る
博
物
館
の
建
設
が
推
進
さ
れ
る
よ

う
に
な
り
、
博
物
館
は
地
域
社
会
と
結
び
つ

い
て
観
光
や
休
養
、
楽
し
み
な
ど
の
多
く
の

機
能
が
付
加
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

博
物
館
政
策
の
体
系
の
構
築

文
化
政
策
お
よ
び
博
物
館
政
策
を
担
当
す

る
文
化
建
設
委
員
会
で
は
、

1
9
8
0年
代

か
ら
数
回
に
わ
た
り
博
物
館
法
制
定
に
向
け

た
検
討
が
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
が
、
い
ま
だ

博
物
館
法
は
制
定
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
し
か

し
な
が
ら
将
来
的
な
博
物
館
法
制
度
の
確
立

に
向
け
て
さ
ま
ざ
ま
な
取
組
を
行
っ
て
き
て

い
ま
す
。
文
化
建
設
委
員
会
で
は
、
台
湾
に

お
け
る
博
物
館
政
策
の
体
系
を
構
築
す
る
た

め
、
国
内
の
博
物
館
を
等
級
分
け
し
、
そ
れ

ぞ
れ
の
レ
．
ベ
ル
に
応
じ
て
指
導
・
管
理
を
行

う
こ
と
に
よ
っ
て
博
物
館
全
体
の
運
営
シ
ス

テ
ム
を
強
化
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
そ
の

た
め
、
数
年
前
か
ら
国
内
の
各
博
物
館
の
現

状
に
つ
い
て
悉
皆
調
査
を
行
っ
て
お
り
、
そ

の
た
め
の
基
礎
資
料
を
作
成
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
す
で
に
日
本
で
導
入
さ
れ
て
い
る
独

立
行
政
法
人
制
度
や
指
定
管
理
者
制
度
等
に

つ
い
て
は
、
そ
の
功
罪
を
含
め
十
分
な
研
究

を
行
っ
て
い
ま
す
。
地
方
の
博
物
館
に
つ
い

て
も
、

2
0
0
2
年
に
6
年
間
の
国
家
発
展

計
画
を
定
め
た
「
チ
ャ
レ
ン
ジ

2
0
0
8ー

象
と
し
て
い
ま
す
。

2
0
0
8年
に
は
「
百

年
物
語
|
台
湾
博
物
館
世
紀
典
蔵
特
展
」
お

よ
び
「
縦
貫
南
北
一
気
通
ー
台
湾
鉄
道
百
年

特
展
」
が
開
催
さ
れ
、
撤
去
さ
れ
て
い
た
児

玉
総
督
お
よ
び
後
藤
民
政
長
官
の
銅
像
も
展

示
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
隣

接
す
る
旧
日
本
勧
業
銀
行
台
北
支
店

(
1
9

3
8年
竣
工
）
を
改
修
し
、

2
0
1
0年
4

月
に
国
立
台
湾
博
物
館
の
分
館
（
土
銀
展
示

館
）
と
し
て
、
開
館
し
ま
し
た
。

戦
後
、
日
本
の
植
民
統
治
が
終
わ
り
、

1

9
4
5年
に
中
国
大
陸
か
ら
国
民
党
政
府
が

台
湾
に
入
っ
て
く
る
と
、
台
湾
人
に
中
華
文

化
へ
の
復
帰
と
中
華
思
想
を
浸
透
さ
せ
る
た

め、

1
9
5
5
年
に
中
央
政
府
主
導
型
の

「
国
立
歴
史
博
物
館
」
を
設
置
し
ま
し
た
。

同
館
は
中
国
河
南
省
立
博
物
館
の
収
蔵
品
や

戦
後
日
本
か
ら
返
還
さ
れ
た
文
物
を
中
心
に

陶
磁
器
・
玉
製
品
・
青
銅
器
等
を
展
示
し
て

お
り
、
近
年
は
個
人
の
寄
贈
作
品
も
増
え
、

収
蔵
品
は

5
万
点
以
上
に
な
っ
て
い
ま
す
。

次
に
、
国
立
故
宮
博
物
院
は
、

1
9
2
4

年
に
北
洋
軍
閥
の

1
人
で
あ
る
凋
玉
祥
が
博

儀
を
紫
禁
城
宮
殿
か
ら
退
去
さ
せ
、

1
9
2

5
年
1
0
月
1
0
日
に
宮
殿
内
で
清
朝
が
持
っ
て

い
た
美
術
品
な
ど
を
一
般
公
開
し
た
の
が
始

ま
り
で
す
が
、

1
9
4
8
年
の
秋
、
国
共
内

戦
が
激
化
す
る
に
つ
れ
て
、
国
民
党
政
府
は

故
宮
博
物
院
か
ら
2
9
7
2
箱
に
お
よ
ぶ
所

蔵
品
を
精
選
し
、
順
次
台
北
へ
と
運
び
ま
し

た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
誕
生
し
た
の
が
、
現
在

の
国
立
故
宮
博
物
院
で
す
。
同
院
は
、
行
政

国

重

点

計

画

」

r'
を
発
表
し
、
各
地
で

文
化
的
な
活
動
を
行
っ
て
い
る
中
小
の
博
物

館
を
「
地
方
文
化
館
」
と
し
て
認
定
し
、
そ

の
活
動
事
業
費
に
対
す
る
支
援
を
行
い
ま
し

た。

6
年
の
間
に
「
地
方
文
化
館
」
と
し
て

認
定
さ
れ
た
博
物
館
の
う
ち
、
新
し
く
設
置

さ
れ
た
も
の
は
2
0
0
館
以
上
に
な
り
、
地

方
文
化
館
全
数
の

3
分
の
2
以
上
を
占
め
て

い
ま
す
。
今
後
は
、
こ
れ
ら
も
取
り
込
ん
だ

国
と
し
て
の
全
体
的
な
博
物
館
シ
ス
テ
ム
を

構
築
す
る
こ
と
が
大
き
な
課
題
と
し
て
掲
げ

ら
れ
て
い
ま
す
。

人
材
の
育
成

台
湾
で
は
、
学
芸
員
等
の
専
門
職
員
に
関

す
る
国
家
資
格
は
な
い
た
め
、
博
物
館
の
専

門
職
員
を
広
く
「
博
物
館
人
」
や
「
研
究

員
」
と
称
し
て
い
ま
す
。
文
化
建
設
委
員
会

は
、
博
物
館
の
専
門
人
材
を
育
成
す
る
た

め
、
1
0
年
前
か
ら
大
学
院
修
士
課
程
レ
ベ
ル

の
研
究
科
を
設
置
し
始
め
、
現
在
、
国
立
台

南
芸
術
大
学
、
国
立
台
北
芸
術
大
学
お
よ
び

私
立
輔
仁
大
学
に
、
博
物
館
学
研
究
所
や
博

物
館
研
究
所
（
日
本
の
研
究
科
）
が
設
置
さ

れ
て
い
ま
す
。

2
0
0
8年
夏
に
は
、
在
職

の
博
物
館
員
に
研
修
課
程
を
企
画
・
提
供
す

る
た
め
、
「
大
学
に
よ
る
博
物
館
研
究
セ
ン

タ
ー
設
置
補
助
計
画
」
を
公
布
し
、
同
年
9

月
か
ら
5
大
学
が
審
査
さ
れ
、
計
画
が
ス
タ

ー
ト
し
ま
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
対
象
と
な
る
分

野
や
地
域
を
定
め
、
提
携
す
べ
き
国
も
想
定

さ
れ
て
い
ま
す
。

2
0
1
0
年
度
よ
り
各
大

学
に
専
門
の
養
成
課
程
（
修
士
課
程
）
を
開

単
位
を
取
得
し
て
文
化
建

設
委
員
会
の
審
査
に
合
格
す
れ
ば
修
了
証

（
事
実
上
の
国
家
資
格
と
思
わ
れ
ま
す
）
が

付
与
さ
れ
る
予
定
で
す
。

2
0
1
1
年
以

降
、
そ
れ
ら
の
中
心
と
な
る
研
究
セ
ン
タ
ー

を
建
設
す
る
準
備
も
進
ん
で
お
り
、
人
材
の

育
成
に
向
け
た
計
画
は
、
着
々
と
進
ん
で
い

る
よ
う
で
す
。

国
際
交
流
の
推
進

台
湾
で
は
、
博
物
館
の
国
際
的
な
交
流
を

通
じ
て
、
文
化
的
外
交
を
促
進
す
る
こ
と
を

目
指
し
て
お
り
、
近
年
、
文
化
建
設
委
員
会

お
よ
び
国
内
博
物
館
学
者
の
努
力
に
よ
り
、

I
C
O
M
（
国
際
博
物
館
会
議
）
お
よ
び
そ

の
傘
下
の
国
際
委
員
会
や
他
の
博
物
館
機
関

の
会
議
に
積
極
的
に
参
加
し
て
い
ま
す
。
例

え
ば
、

I
C
O
M
の
国
際
委
員
会
の

1
つ
で

あ
る

I
N
T
E
R
C
O
M
（
ミ
ュ
ー
ジ
ア

ム
・
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
国
際
委
員
会
）
の
理

事
の

1
人
は
台
湾
の
博
物
館
学
者
が
務
め
て

お
り
、

I
N
T
E
R
C
O
M
の
ア
ジ
ア
支
部

を
台
湾
に
設
立
す
る
計
画
も
あ
り
ま
す
。
ま

た
、
今
年
の

5
月
に
は
、
国
立
台
北
教
育
大

学
で
、
イ
ギ
リ
ス
の
レ
ス
タ
ー
大
学
と
連

携
・
共
同
主
催
で
博
物
館
の
国
際
学
術
研
究

会
も
開
催
し
ま
し
た
。
近
年
、
西
洋
の
博
物

館
か
ら
の
影
響
へ
の
省
察
の
基
礎
の
上
に

「
台
湾
の
博
物
館
学
」
を
創
り
出
し
、
ア
ジ

ア
と
の
博
物
館
連
携
を
推
進
す
る
こ
と
を
標

榜
し
て
お
り
、
我
が
国
の
博
物
館
界
も
協
力

し
て
ア
ジ
ア
に
お
け
る
博
物
館
像
を
模
索
し

て
い
く
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
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心；て入出たた；~~I

博物館臼グア／」と 1ろァの国叫叩物館一
文化庁文化財部美術学芸課

“心；て入心hぅ西：

国立台湾博物館

院
直
属
の
機
関
で
あ
り
、
院
長
は
閣
僚
級
の

格
づ
け
を
与
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

1
9
6
5

年
に
正
式
に
開
館
し
、
甲
骨
、
青
銅
器
、
玉

器
、
陶
磁
器
、
書
法
、
絵
画
等
多
岐
に
わ
た

る
収
蔵
品
は
合
計
約
70
万
点
に
も
お
よ
び
ま

す。

2
0
0
1
年
よ
り
大
規
模
な
耐
震
・
改

装
工
事
を
行
い
、

2
0
0
7年
2
月
よ
り
全

館
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
・
オ
ー
プ
ン
し
ま
し
た
。

な
お
、
現
在
、
台
湾
南
部
の
嘉
義
駅
の
隣
に

ア
ジ
ア
文
化
を
テ
ー
マ
と
し
た
南
部
分
院
を

建
設
中
で
、

2
0
1
3年
に
完
成
す
る
予
定

で
す
。さ

て
、

1
9
5
0年
代
に
入
る
と
台
湾
で

は
中
華
文
化
復
興
運
動
が
起
こ
り
、
中
華
ヘ

の
帰
属
意
識
を
抱
か
せ
る
た
め
に
博
物
館
を

建
設
す
る
よ
う
に
な
り
、

1
9
6
6年
に
中

国
大
陸
で
文
化
大
革
命
が
起
こ
る
と
、
よ
り

一
層
そ
の
傾
向
が
強
ま
り
ま
す
。
そ
の
た

め
、
こ
の
時
期
に
設
立
さ
れ
た
博
物
館
は
、

国
立
台
湾
科
学
教
育
館

(
1
9
5
6
年）、

国
立
台
湾
芸
術
教
育
館

(
1
9
5
6
年）、

国
軍
歴
史
文
物
館

(
1
9
6
1
年
）
、
国
立

国
父
紀
念
館

(
1
9
7
2
年
）
な
ど
、
政
治

的
な
意
園
で
設
置
さ
れ
た
も
の
が
目
立
ち
ま

す
。
そ
の
後
、
急
速
な
近
代
化
と
工
業
化
が

進
み
、
中
央
政
府
に
よ
る
文
化
政
策
が
推
進

さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、

1
9
7
7
年
に
は
蒋

経
国
行
政
院
長
が
「
12
項
建
設
」
計
画
を
発

表
し
、
そ
の
中
で
「
文
化
建
設
」
を
盛
り
込

み、

5
年
以
内
に
台
湾
各
地
に
「
文
化
中

心
」
（
文
化
セ
ン
タ
ー
）
を
設
置
す
る
こ
と

を
宣
言
し
ま
し
た
。
そ
し
て
そ
れ
を
推
進
す
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ト
ル
コ
に
お
け
る
博
物
館
の
管
理
運
営

ト
ル
コ
の
博
物
館
は
、
大
き
く
①
文
化
観

光
省
管
轄
の
国
立
博
物
館
等
、
②
大
国
民
談

会
管
轄
の
博
物
館
、
③
個
人
＇
財
団
・
企
｀

業
。
大
学
な
ど
の
私
立
博
物
館
、
④
軍
管
轄

の
軍
事
博
物
館
、
⑤
自
治
体
管
轄
の
公
立
博

物
館
に
分
か
れ
ま
す
C

ト
ル
コ
に
お
け
る
博
物
誼
行
政
は
、
文
化

観
光
省
が
所
管
し
て
お
り
、
ト
ル

コ
政
府
以
外
の
公
私
立
悼
物
館

（
上
記
の
③
お
よ
び
⑤
）
は
、
文

化
観
光
省
に
よ
る
監
査
を
毎
年
数

度
受
け
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら

創
設
、

1
8
8
4
年
に
歴
史
的
な
工
芸
品
等

を
海
外
に
輸
出
す
る
こ
と
を
禁
止
し
監
視
。

保
護
を
す
る
法
律
を
制
定
、
そ
し
て
つ
い

に、

1
8
9
1
年
6
月
に
帝
国
博
物
館
が
開

館
し
ま
し
た
。
こ
の
博
物
館
は
考
古
学
°
博

物
誼
学
の
進
歩
と
と
も
に
変
遷
を
経
て
、
幾

度
か
館
名
も
変
え
て
「
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
国
立

考
古
学
博
物
館
」
と
し
て
現
在
に
至
っ
て
い

ま
す
。
同
館
で
は
、
当
初
展
示
の
テ
ー
マ
を

「
オ
ス
マ
ン
帝
国
が
治
め
る
土
地
の
歴
史
」

と
し
、
今
で
も
時
代
別
ふ
m土
別
の
展
示
に

な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
来
館
者
で
あ
る

オ
ス
マ
ン
帝
国
の
国
民
が
、
帝
国
の
一
員
と

し
て
そ
の
土
地
の
歴
史
を
共
通
認
識
と
し
て

持
た
せ
よ
う
と
す
る
意
図
が
あ
っ
た
こ
と
の

名
残
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

な
お
、
同
館
で
は
、
大
学
で
考
古
学
・
美

術
史
。
歴
史
・
修
復
。
古
文
書
学
等
を
専
攻

れ
、
監
査
対
象
と
な
る
館
の
所
蔵
品
と
類
似

の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
有
す
る
国
立
博
物
館
等

の
専
門
職
員
が
監
査
に
入
り
ま
す
。
例
え
ば

イ
ス
タ
ン
ブ
ル
で
は
、
ト
ル
コ
・
イ
ス
ラ
ム

文
化
関
係
の
所
蔵
作
品
を
持
つ
私
立
博
物

館
。
美
術
館
に
は
ト
ル
コ
。
イ
ス
ラ
ム
美
術

博
物
館
(

T

巨
こ
s
l
a
m
E
s
e
r
l
e
r
i
 
M
u
z
e
s
i) 

が
、
考
古
学
関
係
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
持
つ
館

に
は
、
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
国
立
考
古
学
博
物
館

(

i

st
anbul A
r
k
e
o
l
oji Miizeler
i
 
K
ii!号
h
a
n
e
s
i)

が
、
そ
し
て
オ
ス
マ
ン
ト
ル
コ
帝
国
時
代
の

美
術
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
が
あ
る
場
合
は
ト
プ
カ

ブ
宮
殿
博
物
舘
(

T

o

p
k
a
p1

S
a
r
a
y1
)

が
監

査
に
入
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

2
0
1
0
年
現
在
、
ト
ル
コ
に
は
文
化
観

光
省
に
所
属
す
る
各
都
市
の
地
方
文
化
管
理

局
が
管
理
す
る

98鮪
、
野
外
展
示
等
を
行
っ

て
い
る
遣
跡
1
2
9
か
所
を
含
む

3
1
7
か

所
の
国
立
の
博
物
館
等
（
前
述
の
(
m
)
)

が
存

在
し
ま
す
。
エ
フ
ェ
ソ
ス
、
シ
デ
、
ペ
ル
ガ

モ
ン
、
カ
ッ
パ
ド
キ
ア
等
の
有
名
な
古
代
都

市
造
跡
は
、
い
ず
れ
も
所
在
地
の
地
方
文
化

管
理
局
所
属
の
野
外
博
物
館
と
い
う
位
置
づ

け
に
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
私
立
博
物
館

（
前
述
の
③
）
は

1
2
7
館
あ
り
、
こ
の
数

は
年
々
増
え
つ
つ
あ
1
1

ま
す
が
、
＾
ィ
ス
タ
‘
~
J

ブ
ル
3
7
舘
、
ア
ン
カ
ラ
2
8
館
と
、
都
市
部
に

し
た
学
生
が
、
卒
業
＂

働
い
て
い
る
場
合
が
多
く
、
大
学
院
に
博
物

館
学
や
縛
物
館
運
営
・
管
理
講
座
を
設
け
、

こ
の
分
野
に
力
を
入
れ
て
い
る
ユ
ル
ド
ゥ
ズ

工
科
大
学
や
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
大
学
の
大
学
院

を
修
了
し
た
者
も
多
く
勤
務
し
て
い
ま
す

（
ト
ル
コ
で
は
、
博
物
館
法
や
学
芸
員
の
国

家
資
格
制
度
等
は
制
定
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
）
。

1
9
2
0
年
以
降
、
「
ト
ル
コ
の
父
」
と

呼
ば
れ
る
ト
ル
コ
共
和
国
初
代
大
統
領
の
ム

ス
タ
フ
ァ
・
ケ
マ
ル
・
ア
タ
チ
ュ
ル
ク
が
、

「
文
化
は
ト
ル
コ
共
和
国
の
基
礎
で
あ
る
」

「
文
化
は
人
間
を
立
派
に
す
る
基
本
的
要
素

で
あ
る
」
と
考
え
た
こ
と
か
ら
、
国
内
に
数

多
く
の
博
物
館
が
設
置
さ
れ
る
よ
う
に
な
り

ま
す
。

そ
の
他
の
国
立
博
物
館

今
年
は
日
本
と
ト
ル
コ
の
今
日
の
友
好
関

係
の
原
点
と
い
え
る
エ
ル
ト
ゥ
ー
ル
ル
号
の

日
本
訪
問
お
よ
び
遭
難
か
ら

1
2
0
年
目
の

節
目
に
あ
た
る
こ
と
か
ら
「
ト
ル
コ
に
お
け

る
日
本
年
」
と
さ
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
行
事
が

開
催
さ
れ
て
い
ま
す
。
文
化
庁
で
も
、

5
月

5
日
か
ら

6
月
2
8
日
ま
で
ト
プ
カ
プ
宮
殿
悔

物
館
で
海
外
展
「
日
本
の
美
5
0
0
0
年」

を
開
催
し
、
縄
文
時
代
か
ら
江
戸
時
代
ま
で

約
5
0
0
0
年
に
わ
た
る
日
本
美
術
の
精
華

を
東
京
国
立
博
物
館
の
所
蔵
品
を
中
心
に
国

宝
2
件
、
重
要
文
化
財
3
件
を
含
む
4
7
件
を

出
品
・
展
示
し
ま
し
た
。
ト
プ
カ
プ
宮
殿

は
、
1
5
世
紀
中
頃
か
ら
1
9
世
紀
中
頃
ま
で
強

大
な
権
力
を
有
し
て
い
た
オ
ス
マ
ン
帝
国
の

集
中
し
て
い
る
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

文
化
観
光
省
長
官
は
首
相
よ
り
任
命
さ

れ
、
博
物
館
に
関
す
る
主
要
実
務
は
文
化
・

博
物
館
総
局
が
担
当
し
て
お
り
、
首
都
ア
ン

カ
ラ
に
博
物
館
本
部
が
置
か
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
各
都
市
に
地
方
文
化
管
理
局
が
あ

り
り
各
都
市
の
博
物
館
・
美
術
館
は
こ
の
地

方
文
化
管
理
局
の
所
属
と
な
り
ま
す
。
例
え

ば
、
ト
プ
カ
プ
宮
殿
撼
物
館
は
、
イ
ス
タ
ン

ブ
ル
文
化
管
理
局
に
属
し
ま
す
が
、
館
内
実

務
に
関
し
て
は
事
前
に
文
化
・
博
物
館
総
局

の
許
可
な
く
し
て
は
進
め
ら
れ
ま
せ
ん
。
公

的
な
申
請
書
類
等
は
、
ま
ず
イ
ス
タ
ン
ブ
ル

文
化
管
理
局
に
提
出
さ
れ
、
次
に
ア
ン
カ
ラ

の
博
物
館
本
部
、
そ
し
て
文
化
・
博
物
館
総

局
へ
と
回
さ
れ
ま
す
。
さ
ら
に
、
必
要
で
あ

れ
ば
、
文
化
観
光
省
ま
で
の
決
裁
が
求
め
ら

れ
ま
す
。
こ
う
し
た
管
理
体
制
は
、
し
ば
し

ば
時
間
の
制
約
が
あ
る
中
で
実
務
を
滞
ら
せ

る
こ
と
に
も
な
り
、
管
理
体
制
の
改
善
が
課

題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

ト
ル
コ
最
初
の
博
物
館

オ
ス
マ
ン
・
ト
ル
コ
帝
国
は
、
給
世
紀
に

は
イ
ス
ラ
ム
地
域
全
体
を
治
め
る
大
帝
国
で

し
た
が
、
1
8
梱
紀
頃
に
は
内
乱
や
戦
争
等
に

よ
っ
て
他
国
の
介
入
を
招
き
、
国
内
に
存
在

す
る
多
様
な
民
族
・
宗
教
に
よ
る
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
の
台
頭
に
よ
っ
て
国
力
が
疲
弊
し
て

い
き
ま
し
た
。
こ
の
た
め
、
国
策
と
し
て
西

欧
の
近
代
化
を
導
入
す
る
こ
と
が
急
が
れ
、

国
民
が
自
ら
の
歴
史
や
文
化
を
認
識
す
る
た

め
に
、
考
古
資
料
を
中
心
と
す
る
博
物
館
の

1
9
2
4
，ェに

ト
ル
コ
共
和
国
に
よ
っ
て
建
物
が
修
復
さ

れ
、
博
物
館
と
し
て
一
般
公
開
さ
れ
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。

1
9
8
5
年
に
は
同
館
や

ア
ヤ
ソ
フ
ィ
ア
博
物
館
(

A

y
a

S
o
fy
a
 

M
i
i
z
e
s
i
)
、
カ
ー
リ
エ
憾
物
館

(
K
a
r
iye

M
i
i
z
e
s
i
)
を
含
む
イ
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
歴
史
地

域
が
世
界
遣
産
に
登
録
さ
れ
、
ト
プ
カ
プ
宮

殿
博
物
館
は
お
よ
そ
8
万
6
0
0
0
点
の
常

設
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
持
つ
世
界
で
最
も
大
歳

模
な
宮
殿
博
物
館
の

1
つ
と
し
て
知
ら
れ
て

い
ま
す
。
こ
の
地
域
は
世
界
中
か
ら
入
が
集

ま
る
一
大
観
光
地
で
も
あ
り
、
年
間
2
0
0

万
人
以
上
の
見
学
者
が
訪
れ
、
多
い
と
き
に

は
1
日
1
万
5
0
0
0
人
以
上
が
来
館
す
る

同
館
で
は
、
予
約
制
の
導
入
等
入
場
制
限
も

検
討
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
首
都
ア
ン
カ
ラ
に
あ
る
ア
ナ
ト
リ

ア
文
明
博
物
館
(
A
n
a
d
o
l
u
M
e
d
e
n
iyet
ler
i
 

M
(
izes
i
)
は
、
ト
ル
コ
中
央
部
に
位
置
す
る

ア
ナ
ト
リ
ア
地
方
の
文
明
、
特
に
ヒ
ッ
タ
イ

ト
時
代
の
遺
物
を
中
心
と
し
た
資
料
を
保

存
・
展
示
し
て
い
る
博
物
館
と
し
て
知
ら
れ

て
お
り
、

1
9
9
7
年
に
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
博

物
館
賞
を
受
賞
し
ま
し
た
。
建
物
は
城
門
の

す
ぐ
そ
ば
に
位
置
し
、
も
と
も
と
貴
金
属
市

場
や
隊
商
宿
と
し
て
使
用
さ
れ
た
建
物
を

1

9
3
5
年
に
改
修
し
た
も
の
で
す
。

イ
ス
タ
ン
ブ
ル
市
内
に
あ
る
軍
事
博
物
館

(
A
s
k
e
r
i
 
M
liz
e
s
i
)
は

1
9
9
3
年
に
開
館

し
た
軍
管
轄
の
施
設
で
、
オ
ス
マ
ン
帝
国
が

使
用
し
た
武
器
、
甲
冑
や
戦
争
を
描
い
た
絵

建
設
が
計
酉
さ
れ
ま
し
た
。
当
時
、
ト
ル
コ

国
内
で
は
西
欧
の
国
々
に
よ
る
遣
跡
か
ら
の

盗
掘
や
考
古
追
物
の
密
輸
が
相
次
い
で
お

り
、
そ
の
散
逸
を
防
ぎ
、
こ
れ
ら
の
考
古
資
料

を
ト
ル
コ
国
内
に
留
め
て
お
く
た
め
に
も
、

博
物
館
の
建
設
が
急
務
と
さ
れ
た
の
で
す
。

イ
ス
タ
ン
プ
ル
の
ト
プ
カ
プ
宮
殿
第
一
中

庭
に
建
つ
ア
ヤ
・
イ
リ
ニ
教
会
(

A

y
a
Irini 

K
ili
s
e
s
i
)
は
、
陸
軍
元
帥
の
フ
ェ
ト
ゥ

ヒ
・
ア
フ
メ
ッ
ト
・
パ
シ
ャ
に
よ
っ
て
収
集

さ
れ
た
考
古
資
料
を
も
と
に
、

1
8
4
7
1
'

4
8
年
に
設
置
さ
れ
た
ト
ル
コ
初
の
樽
物
館

施
設
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
ト
ル

コ
初
の
博
物
館
は
、
＿
1
8
8
0
年
に
隣
接
す

る
チ
ニ
リ
・
キ
ョ
シ
ュ
l
J
(
$
i
nil
i
K
呈
邑

と
呼
ば
れ
た
建
物
（
現
・
装
飾
タ
イ
ル
博
物

館
）
に
移
転
し
、
同
年
「
古
美
術
品
に
関
す

る
規
則
」
と
呼
ば
れ
る

36項
目
か
ら
な
る
最

初
の
規
則
集
も
策
定
さ
れ
ま
し
た
（
ア
ヤ
・

イ
リ
ニ
教
会
は

1
9
0
8
年
か
ら
軍
事
博
物

館
と
し
て
活
用
さ
れ
ま
し
た
が
、
現
在
は
一

般
公
開
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
）
。

パ
リ
万
悼
や
西
欧
各
地
の
博
物
館
を
見
学

し
た
第

32代
ス
ル
タ
ン
・
ア
ブ
デ
ュ
ル
ア
ズ

ィ
ズ
、
第
34代
ス
ル
タ
ン
・
ア
プ
デ
ュ
ル
ハ

ミ
ト
2
枇
は
、
西
欧
に
倣
っ
た
博
物
館
の
建

設
を
計
画
し
、
オ
ス
マ
ン
・
ハ
ム
デ
ィ
。
ベ

イ
が
そ
の
責
任
者
と
し
て
任
じ
ら
れ
ま
す
。

ト
ル
コ
の
考
古
学
や
隙
物
館
学
の
レ
ベ
ル

は
、
こ
の
ベ
イ
が

1
8
8
1
年
に
博
物
館
建

設
の
責
任
者
と
な
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
一
気

に
促
進
さ
れ
、

1
8
8
2
年
に
美
術
学
校
を

万
点
に
上
る
収
蔵
品
の
う
ち
、
約

9
0
0
0
点
が
22
の
部
屋
に
展
示
さ
れ
て
い

ま
す
。
ま
た
、
ド
ル
マ
バ
フ
チ
ェ
宮
殿

(
D
o
l
m
a
b
a
h
9
e
 S
a
r
a
y1
)

や
ベ
イ
レ
ル
ベ
イ

宮
殿

(
B
e
y
lerbe
yi
S
a
r
a
y1
)

等
の
か
つ
て

の
宮
殿
や
離
宮
は
、
ト
ル
コ
大
国
民
談
会
管

理
の
も
と
で
一
般
公
開
さ
れ
て
い
ま
す
。

最
近
で
は
、
日
本
の
外
務
省
O
D
A
(
-

般
文
化
無
償
資
金
協
力
）
の
プ
ロ
ジ
ニ
ク
ト

と
し
て
、
カ
マ
ン
・
カ
レ
ホ
ユ
ッ
ク
考
古
学

博
物
館

(
K
a
m
a
n
,
K
a
l
e
h
o
ylik
A
r
k
e
o
l
o
j
 
i
 

M
iizes
i
)
が

2
0
0
9
年
4
月
に
竣
工
し
、

ト
ル
コ
共
和
国
文
化
観
光
省
へ
引
き
渡
し
が

行
わ
れ
、

2
0
1
0
年
7
月
10
日
に
寛
仁
親

王
殿
下
、
彬
子
女
主
殿
下
も
出
席
し
て
開
館

式
典
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
博
物
館
は
、
墳
丘

状
に
な
っ
て
い
る
カ
マ
ン
。
カ
レ
ホ
ユ
ッ
ク

遣
跡
（
ア
ン
カ
ラ
の
南
東
約
1
0
0
k
m
)
の

形
を
模
し
た
半
地
下
式
で
、
館
内
の
展
示
作

業
に
際
し
て
は
、
国
際
交
流
基
金
を
通
じ
て

日
本
か
ら
専
門
家
を
派
遣
し
ま
し
た
。
同
館

で
は
、

1
9
8
5
年
か
ら
中
近
東
文
化
セ
ン

タ
ー
附
属
ア
ナ
ト
リ
ア
考
古
学
研
究
所
が
行

っ
て
い
る
カ
マ
ン
・
カ
レ
ホ
ユ
ッ
ク
遣
跡
の

発
掘
調
査
で
出
土
し
た
遥
物
が
展
示
さ
れ
て

お
り
、
今
後
、
同
研
究
所
が
行
っ
て
い
る
ビ

ュ
ク
リ
ュ
カ
レ
、
ヤ
ッ
ス
ホ
ユ
ッ
ク
の
発
掘

調
査
に
よ
る
出
土
品
等
も
展
示
さ
れ
る
予
定

で
す
。

（
協
力
＂
ト
プ
カ
プ
宮
殿
博
物
館
主
任
学
芸
員
＇

オ
ミ
ュ
ー
ル
・
ト
ゥ
フ
ァ
ン
氏
、

イ
ス
タ
ン
プ
ル
在
住
＇
小
林
由
加
子
氏
）
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古
学
、
地
質
学
、
古
生
物
学
、
植
物
学
お

よ
び
動
物
学
に
お
け
る
研
究
室
と
フ
ィ
ー

ル
ド
ワ
ー
ク
と
を
統
合
す
る
基
礎
的
・
系

統
的
な
調
査
計
画
を
指
揮
す
る
。

③
文
化
セ
ン
タ
ー
と
し
て
の
目
的
二
国
民
の

過
去
を
復
元
し
、
国
民
の
文
化
的
豊
か
さ

を
発
展
さ
せ
る
こ
と
で
、
芸
術
的
、
文
化

的
な
遺
産
に
関
す
る
学
習
お
よ
び
保
存
を

指
端
す
る
。

国
立
博
物
館
は
、
評
謡
会

(
B
o
a
r
d
of
 

T
r
u
st

e
e
s
)

を
設
置
す
る
こ
と
と
さ
れ
、

そ
の
内
訳
は
、
上
院
教
育
委
員
会
委
員
長
、

下
院
教
育
委
員
会
委
員
長
、

N
C
C
A
委
員

長
、
民
間
部
門
（
著
名
な
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
芸

術
家
、
科
学
者
、
歴
史
学
者
等
）

7
名
の
合

計
10
名
か
ら
構
成
さ
れ
ま
す
。
評
識
会
議
長

は
大
統
領
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
、
大
統
領
は

同
館
の
名
誉
会
長
お
よ
び
後
援
者
と
な
り
ま

す
。
館
長
は
、
有
能
な
行
政
官
と
し
て
優
れ

た
業
績
を
有
し
、
博
物
館
管
理
に
精
通
し
て

万リ巳国立博物館本館（国立美術館）

フ
ィ
リ
ビ
ン
国
立
博
物
館
の
変
遷

フ
ィ
リ
ピ
ン
国
立
博
物
館
は
、

1
9
0
1

年
以
降
一
貰
し
て
法
律
に
基
づ
い
て
設
置
さ

れ
て
き
ま
し
た
。

1
9
0
1
年
10
月
、
ア
メ

リ
カ
統
治
の
初
年
度
に
、
民
族
学
調
査
部
を

補
完
す
る
か
た
ち
で
教
育
局
の
一
郎
門
と
し

て
「
島
嶼
民
族
学
・
自
然
史
，
交
易
博
物
館

(
T
h
e
 Insular M
u
s
e
u
m
 of
 
E
thnology, 

N
a
t

u
r
a
l
 
H

i

s
t

o
r
y
 
a
n
d
 

C
o
m
m
e
r
c
e
)
」
が
設
立
さ
れ
た

の
が
は
じ
ま
り
で
す
。

1
9
0
4

年
の
セ
ン
ト
ル
イ
ス
万
博
の
開
催

後
、
「
フ
ィ
リ
ピ
ン
博
物
館

(
P
hi
lip
p

m
e
 M
u
s
e
u
m
)
」
と
改
称
し
、

1

9
0
6年
に
は
科
学
部
に
所
管
換
え
と
な
り

ま
す
。

1
9
1
6
年
に
機
構
改
革
に
よ
っ
て

新
た
に
「
フ
ィ
リ
ピ
ン
図
書
館
・
博
物
館

(
P
hi
l
i
p
p
i

n
e
 Lib
r
a
r
y
 a
n
d
 M
u
s
e
u
m
)」

が
創
設
さ
れ
る
と
、
民
族
学
お
よ
び
美
術
部

門
は
移
管
さ
れ
ま
し
た
が
、
自
然
史
部
門
は

フ
ィ
リ
ピ
ン
博
物
館
に
残
さ
れ
ま
し
た
。
さ

ら
に

1
9
2
8年
に
は
農
業
・
国
家
資
源
省

の
一
部
門
と
し
て
「
国
立
フ
ィ
リ
ピ
ン
諸
島

博
物
館

(
N
at
i

o
n
a
l
M
u
s
e
u
m
 of
 
t

h
e
 

P
hi
li

p

p

i

n
e
 Islands)
」
が
創
設
さ
れ
統
合

さ
れ
ま
し
た
が
、

1
9
3
3年
に
は
廃
止
さ

フ
ィ
リ
ピ
ン
の
国
立
博

れ
、
歴
史
部
門
は
国
立
図
書
館
・
博
物
館

に
、
民
族
学
お
よ
び
美
術
部
門
は
自
然
史
部

門
と
統
合
し
て
科
学
部
に
移
管
し
、
国
立
拇

物
館
課

(
N
at
i

onal
M
u
s
e
u
m
 D
i

vi
si
o
n
)
 

が
設
け
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、

1
9
3
9

年
に
農
業
・
交
易
長
官
事
務
局
に
目
然
史
博

物
館
課

(
N
at
u
r
a
l
H
i

st
o
r
y
 M
u
s
e
u
m
 

D
i

vi
s
i

o
n
)

が
設
け
ら
れ
、
自
然
史
部
門
は

移
管
さ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
後
国
立
図
饗

館
麗
物
館
の
美
術
部
門
と
統
合
し
、
行
政

事
務
局
館
付
き
の
「
国
立
博
物
館
」
と
な
り

ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
博
物
館
は
、

1
9
4
2

年
の
日
本
占
領
期
に
は
廃
止
さ
れ
、
第
2
次

世
界
大
戦
の
戦
禍
に
よ
っ
て
多
く
の
収
蔵
物

い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
評
議
会
の
職
権
上
読

員
を
兼
務
し
ま
す
。

予
算
に
関
し
て
は
、
教
育
省
お
よ
び
N

C

C

A
と
は
分
離
し
て
、
大
統
領
府
の
も
と
で

独
立
予
算
が
組
ま
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
同

館
に
は
「
博
物
館
基
金

(
M
u
s
e
u
m

E
n
d
o
w
m
e
nt

 

F
u
n
d
)
」
が
設
け
ら
れ
て
お

り
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
慈
善
宝
く
じ
事
務
局
か
ら

鋸
年
2
信
5
0
0
0
万
ペ
ソ
、
フ
ィ
リ
ピ
ン

娯
楽
賠
博
法
人
か
ら
鋸
年
2
億

5
0
0
0
万

ペ
ソ
の
合
計

5
憶
ペ
ソ
が
同
基
金
に
充
当
さ

れ
ま
す
。
民
間
か
ら
同
基
金
へ
の
寄
附
お
よ

び
遺
産
贈
与
は
、
課
税
免
除
と
な
り
ま
す

c

ま
た
、
同
館
は
、
非
営
利
事
業
に
使
用
す
る

物
品
に
関
す
る
輸
入
税
お
よ
び
関
税
を
免
除

さ
れ
て
お
り
、
同
館
に
対
す
る
寄
附
お
よ
び

造
賄
に
つ
い
て
も
、
造
産
税
お
よ
び
相
続
税

が
免
除
さ
れ
ま
す
。
こ
の
ほ
か
、
同
館
の
入

館
料
お
よ
び
図
録
や
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
・
グ
ッ

ズ
等
の
販
売
、
そ
の
他
の
付
帯
事
業
に
よ
る

収
益
の
う
ち
、

2
0
0
万
ペ
ソ
ま
で
は
同
館

の
運
用
資
金
と
し
て
充
当
さ
れ
ま
す
。

国
立
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
博
物
館

国
立
博
物
館
の
本
館
の
建
物
は
旧
国
会
議

事
堂

(
O
l
d
C
o
n
g
r
e
s
s
 B
ui
ldi
n
g
)
を
改

修
し
た
も
の
で
、
現
在
一
部
修
復
工
事
中
で

す
が
、
胚
史
，
民
族
学
部
門
を
国
立
フ
ィ
リ

ピ
ン
人
博
物
館
に
移
管
し
、
国
立
美
術
館

(
T
h
e
 N
ati
onal A
rt

 

Galler
y
)
と
し
て

2

0
0
7
年
に
開
舘
し
ま
し
た
。
館
内
は
と
こ

ろ
ど
こ
ろ
閉
鎖
さ
れ
て
い
る
部
屋
が
あ
り
、

自
然
史
部
門
も
併
設
し
て
い
る
な
ど
動
線
も

が
被
災
・
散
逸
し
ま
し
た
が
、

1
9
4
5

年
、
終
戦
と
と
も
に
農
業
・
交
易
省
に
再
設

置
さ
れ
、

1
9
5
1年
に
こ
れ
ら
の
文
化
財

は
教
育
省
に
移
管
さ
れ
ま
し
た
。

1
9
8
8
年
に
は
、

1
9
9
8年
ま
で
の

10
年
間
を
「
フ
ィ
リ
ピ
ン
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ

ム
、
独
立
国
家

．．
 

フ
ィ
リ
ビ
ン
革
命
運
動

1

0
0
周
年
の
10
年
」
と
す
る
こ
と
が
決
定
さ

れ
（
大
統
領
宣
言
第

2
6
9
号
）
、
ま
た
、

1
9
8
8
年
6
月
12
日
か
ら

1
年
間
、
全
国

教
育
基
金
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
指
揮
を
執
る
権

限
が
国
立
博
物
館
に
与
え
ら
れ
ま
し
た
（
大

統
領
宣
言
第

2
7
0
号）。

こ
う
し
た
経
緯
を
経
て
、

1

官
，

9
8
年
に
国
立
憾
物
館
怯

直
(
N
at

i

onal
M
u
s
e
u
m
 A
ct

 

of
 

1
9
9
8
、
共
和
国
法
徳
第
8
4
9

2
号
）
が
制
定
さ
れ
、
現
在
の

国
立
博
物
館
制
度
が
確
立
し
ま
し
た
。
現

在
、
国
立
博
物
館
は
、
首
都
マ
ニ
ラ
に
本
館

（
国
立
美
術
館
）
と
国
立
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
博

物
館

(
T
h
e
N
at
i

o
n
a
l
 
M
u
s
e
u
m
 0£
 

t

h
e
 

Fi
li

p

i

n
o
 P
e
op

le)
、
プ
ラ
ネ
タ
リ
ウ
ム
の

3

館
が
あ
り
、
全
国
に
18
の
分
館

(
R
eg

i

onal

B
r
a
n
c
h
)
が
、
そ
れ
ぞ
れ
マ
グ
シ
ン
ガ
ル
、

パ
ド
レ
。
プ
ル
ゴ
ス
、
キ
ア
ン
ガ
ン
、
カ
バ
ヤ

ン
、
テ
ノ
ン
ゴ
ー
ル
、
テ
ィ
ン
バ
ッ
ク
、
ボ
リ

ナ
オ
、
ア
ン
ゴ
ノ
、
ボ
ア
ク
、
カ
グ
サ
ワ
、
ビ
コ

ル
、
タ
ボ
ン
洞
窟
、
パ
ラ
ワ
ン
、
セ
プ
、
プ
ト
ゥ

ア
ン
、
バ
ラ
ン
ハ
イ
．
，
フ
ォ
ー
ト
・
ピ
ラ
ー
、
．

ホ
ロ
に
設
置
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
別
途

大
統
領
令
第
3
7
4
号
に
よ
っ
て
マ
ラ
カ
ニ

不
明
確
で
、
鑑
筐

し
も
十
分
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
建
物
と
し

て
は

50
ペ
ソ
紙
幣
に
描
か
れ
て
い
る
歴
史
的

な
優
雅
さ
を
有
し
て
い
ま
す
。
プ
ラ
ネ
タ
リ

ウ
ム
は
改
修
工
事
を
終
え
、

2
0
0
9
年
の

世
界
天
文
年
に
お
い
て
関
連
イ
ベ
ン
ト
を
開

催
し
ま
し
た
。

国
立
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
博
物
館
は
、

1
9
9

8
年
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
独
立
革
命

1
0
0
周
年

を
機
に
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
入
と
し
て
の
国
民
意

識
の
育
成
と
高
揚
を
明
確
に
打
ち
出
す
た
め

に
、
第
2
次
泄
界
大
戦
当
時
爆
撃
に
よ
り
破

壊
さ
れ
た
旧
財
務
省
庁
舎
を
全
面
修
復
し
、

2
0
0
4
年
よ
り
オ
ー
プ
ン
し
た
も
の
で

す
。
同
館
の
設
置
に
際
し
て
は
、
大
統
領
府

に
特
別
委
員
会
が
骰
置
さ
れ
、

1
-
0
0
周
年

記
念
事
業
を
積
極
的
に
推
進
し
て
い
た
フ
ェ

デ
ル
，
ラ
モ
ス
元
大
統
領
夫
妻
の
尽
力
が
大

き
く
、
特
に
夫
人
が
率
先
し
て
民
間
に
姿
金

援
助
を
求
め
る
活
動
を
展
開
し
ま
し
た
。
そ

の
結
果
と
し
て
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
と
し
て
の

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
確
立
す
る
た
め
の
教

育
普
及
や
啓
発
に
力
を
入
れ
た
博
物
館
が
実

現
し
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

同
館
で
特
徴
的
な
の
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
に

お
け
る
水
中
考
古
学
の
成
果
に
関
す
る
展
示

で
す
。
大
き
く
3
0

つ
の
ギ
ャ
ラ
リ
ー
に
分
か

れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
う
ち

2
つ
は
16
世
紀

末
に
オ
ラ
ン
ダ
と
の
海
戦
で
沈
め
ら
れ
た
ス

ペ
イ
ン
船
・
サ
ン
デ
ィ
エ
ゴ
号
か
ら
引
き
揚

げ
た
遣
物
で
、
交
易
品
と
し
て
用
い
ら
れ
た

中
国
製
を
中
心
と
す
る
陶
器
や
磁
器
各
4
0

ヤ
シ
宮
殿
捕
物
館

(
M
a
l
a
c
a
n
a
n
g
P
a
l
a
c
e
 

M
u
s
e
u
m
)

が
設
懺
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の

ほ
か
国
立
の
施
設
と
し
て
、
国
立
食
料
局
穀

物
産
業
博
物
館
、
国
立
歴
史
研
究
所
、
国
立

警
察
博
物
館
、
陸
軍
博
物
飽
、
海
軍
博
物

館
、
空
軍
博
物
館
等
が
設
置
さ
れ
て
い
ま
す
。

博
物
館
に
関
す
る
法
令
等

フ
ィ
リ
ピ
ン
で
は
、
国
立
博
物
館
以
外
の

博
物
館
に
関
す
る
法
令
は
制
定
さ
れ
て
い
ま

せ
ん
。
ま
た
、
学
芸
員
等
の
専
門
職
員
に
関

す
る
国
家
資
格
制
度
は
存
在
し
ま
せ
ん
が
、

国
家
文
化
芸
術
委
員
会

(
N
at

i

o
n
a
l

C
o
m
n
u
s
s
w
n
 for
 C
u
lt
u
r
e
 
a
n
d
 t
h
e
 

A
rt
s
:
N
C
C
A
)

に
よ
る
認
定
制
度
は

あ
り
ま
す
。

国
立
博
物
館
法
第
3
条
で
は
、
国
立
博
物

館
は
社
会
サ
ー
ビ
ス
の
常
設
機
関
で
あ
り
、

国
民
が
利
用
し
や
す
い
、
か
つ
営
利
を
目
的

と
し
な
い
事
業
を
展
開
し
、
人
類
の
文
化
遺

産
お
よ
び
猿
境
に
関
す
る
実
物
資
料
を
収

羞
保
存
・
研
究
お
よ
び
公
開
を
行
う
と
と

も
に
、
研
究
・
教
育
お
よ
び
娯
楽
を
目
的
と

す
る
活
動
を
社
会
に
広
め
る
こ
と
を
任
務
と

す
る
、
と
規
定
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
国
立

博
物
館
の
目
的
と
し
て
、
以
下
の

3
つ
を
規

定
し
て
い
ま
す
。

①
教
育
機
関
と
し
て
の
目
的
ニ
ノ
ィ
リ
ピ
ン

人
の
文
化
的
、
歴
史
的
遺
産
に
関
す
る
知

識
を
普
及
さ
せ
，
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
の
国
民

文
化
の
保
存
等
に
関
す
る
専
門
的
な
知
識

を
育
成
す
る
。

②
科
学
機
閃
と
し
て
の
目
的
：
人
類
学
、
考

ー
、
，
ゃ

1
4
0
0
点
の
ほ
か
、
象
牙
や
大
砲
、
砲
弾

等
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
ア
ジ
ア

の
交
易
の
覇
権
を
め
ぐ
る
戦
史
的
事
実
は
、

同
時
に
ア
ジ
ア
と
新
大
陸
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を

結
ぶ
海
洋
貿
易
の
歴
史
で
も
あ
り
、
フ
ィ
リ

ピ
ン
の
歴
史
を
象
徴
し
て
い
ま
す
。
水
中
発

掘
調
査
は
、

1
9
9
1
年
か
ら

1
9
9
3
年

に
か
け
て
フ
ラ
ン
ス
の
調
査
隊
と
フ
ィ
リ
ピ

ン
国
立
博
物
館
の
共
同
調
査
で
行
わ
れ
ま
し

た
が
、
そ
の
後
4
年
近
く
欧
米
各
国
で
展
示

さ
れ
た
た
め
、
新
聞
紙
上
や
テ
レ
ビ
等
で
問

題
と
な
り
、
館
長
宛
に
も
多
く
の
投
誉
が
寄

せ
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
サ
ン
デ
ィ
エ
ゴ
号
に

関
し
て
広
い
展
示
ス
ペ
ー
ス
を
確
保
す
る
よ

う
に
な
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
一
方

で
、
ス
ペ
イ
ン
が

4
0
0
年
の
長
き
に
わ
た

り
植
民
地
の
宗
主
国
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実

も
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
歴
史
と
し
て
認
識
す
る
必

要
が
あ
り
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
と
し
て
の
ア
イ

デ
ン
テ
イ
テ
ィ
を
確
立
す
る
た
め
に
も
、
こ

れ
ら
を
展
示
す
る
必
要
が
あ
っ
た
と
も
考
え

ら
れ
ま
す
。

こ
の
ほ
か
の
ギ
ャ
ラ
リ
ー
で
は
、
旧
石
器

時
代
以
降
の
考
古
資
料
や
民
族
資
料
、
そ
し

て
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
の
現
状
を
テ
ー
マ
と
し
た

生
活
文
化
に
関
す
る
資
料
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
現

代
美
術
等
が
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

な
お
、
将
来
的
に
隣
接
す
る
観
光
省
庁
舎

を
自
然
史
博
物
餡
と
し
て
整
備
す
る
こ
と
と

し
て
お
り
、
国
立
博
物
館
法
第
4
冬
本
に
も
そ

の
旨
明
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
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ベトナム革命博物館

開
す
る
形
で
ベ
ト
ナ
ム
歴
史
博
物
館
と
し
て

開
館
し
ま
し
た
。
館
内
は
ベ
ト
ナ
ム
の
歴
史

が
年
代
順
に
展
示
さ
れ
て
お
り
、
旧
石
器
時

代
、
李
朝
、
陳
朝
、
黎
朝
、
西
山
朝
、
玩
朝

の
各
時
代
と
、
抗
仏
戦
争
、
ベ
ト
ナ
ム
戦

争
、
南
北
分
断
か
ら
統
一
ま
で
の
歴
史
の
ほ

か
、
ベ
ト
ナ
ム
の
祭
祀
具
を
は
じ
め
伝
統
工

芸
品
等
を
展
示
し
て
い
ま
す
。

ベ
ト
ナ
ム
革
命
博
物
館

ベ
ト
ナ
ム
革
命
博
物
館

(
B
a
o
T
a
n
g
 

C
a
c
h
 Mang
 Vi
i
)
t
 

N
a
m
)

は
、
人
民
委
員
会

庁
舎
に
隣
接
し
て
い
る
フ
ラ
ン
ス
統
治
時
代

の
1
8
9
0
年
に
ザ
ー
ロ
ン
宮
と
呼
ば
れ
た

南
部
ベ
ト
ナ
ム
の
特
産
物
展
示
場
と
し
て
建

て
ら
れ
た
コ
ロ
ニ
ア
ル
様
式
の
建
物
を
活
用

し、

1
9
7
8年
に
開
館
し
た
も
の
で
、
そ

れ
以
前
は
後
に
南
ベ
ト
ナ
ム
総
督
の
私
邸
や

日
本
占
領
期
の
蓑
田
総
督
私
邸
、

8
月
革
命

ベトナム軍事史博物館

ベ
ト
ナ
ム
に
お
け
る
博
物
館
法
令

ベ
ト
ナ
ム
で
は
、
文
化
ス
ポ
ー
ツ
観
光
省

が
博
物
館
行
政
を
所
管
し
て
お
り
、

2
0
0

1
年
に
制
定
さ
れ
た
「
文
化
遣
産
に
関
す
る

法
律
」
の
も
と
で
各
種
文
化
遣
産
の
収
集
・

保
存
・
研
究
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
同
法

で
は
、
博
物
館
の
役
割
を
「
人
民
の
研
究
、

教
育
訪
問
文
化
的
享
楽
の
必
要
に
応
え

る
た
め
に
、
自
然
史
お
よ
ぴ
社
会

史
に
関
す
る
収
集
物
を
保
管
し
、

展
示
す
る
椀
関
で
あ
る
」
（
第
4
7

条
第
1
項
）
と
規
定
し
、
以
下
の

権
利
と
責
任
が
あ
る
と
明
記
し
て

い
ま
す
（
第
48
条）。

①
収
集
す
る
こ
と
、
収
集
し
た
物
を
分
類
、

保
存
、
陳
列
す
る
こ
と

②
文
化
遺
産
の
科
学
的
調
査
を
行
う
こ
と

③
社
会
の
関
心
に
応
え
る
た
め
、
文
化
遺
産

を
振
興
す
る
計
画
を
立
て
る
こ
と

④
専
門
人
員
を
育
て
る
こ
と

⑤
施
設
お
よ
び
設
備
を
管
理
す
る
こ
と

⑥
法
律
の
規
定
に
則
り
、
国
際
協
力
を
実
施

す
る
こ
と

⑦
法
律
の
規
定
に
則
り
、
そ
の
他
の
権
利
と

責
任
を
実
行
す
る
こ
と

ま
た
、
博
物
館
を
①
特
別
な
固
家
的
価
値

の
あ
る
収
集
物
を
保
管
展
示
す
る
国
立
博
物

館
、
②
あ
る
分
野
で
の
特
別
な
価
値
の
あ
る

収
菓
物
を
保
管
展
示
す
る
専
門
博
物
館
、
③

地
方
に
お
け
る
特
別
な
価
値
の
あ
る
収
集
物

を
保
管
展
示
す
る
地
方
博
物
館
、
④
1

つ
ま

た
は
複
数
の
主
題
で
の
収
集
物
を
保
管
展
示

す
る
私
立
樽
物
館
の

4
つ
に
分
類
し
（
第
4
7

条
第
2
項
）
、
同
時
に
収
蔵
品
数
や
保
管
技

術
、
イ
ン
フ
ラ
整
備
状
況
等
を
基
準
に
し
た

30
つ
の
等
級
に
分
類
し
（
第
51
条
）
、
同
法

施
行
細
則
令
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
の
グ
レ
ー
ド

に
見
合
っ
た
文
化
的
価
値
を
有
す
る
資
料
を

各
博
物
館
が
保
存
・
展
示
す
る
こ
と
を
定
め

て
い
ま
す
。

な
お
、
博
物
館
の
設
立
条
件
に
つ
い
て

は
、
①
l

つ
ま
た
は
複
数
の
主
題
で
収
集
品

が
あ
る
こ
と
、
②
陳
列
．
収
蔵
、
保
存
施
設

の
た
め
の
場
所
が
あ
る
こ
と
、
③
博
物
館
の

活
動
に
適
し
た
専
門
職
員
が
い
る
こ
と
が
求

め
ら
れ
て
お
り
（
第
49
条
）
、
図
立
博
物
館

お
よ
び
専
門
博
物
館
に
つ
い
て
は
首
相
が
、

地
方
博
物
館
お
よ
び
私
立
博
物
館
に
つ
い
て

は
各
州
の
人
民
委
員
会
談
長
が
談
立
を
承
認

す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
（
第
50
条）。

ベ
ト
ナ
ム
は
社
会
主
義
共
和
制
国
家
で
あ

り
、
い
ず
れ
の
博
物
館
も
指
導
政
党
で
あ
る

ベ
ト
ナ
ム
共
産
党
の
思
想
や
歴

ナ
ム
の
国
立
博
物
館

□[

]

]

口

口

算
が
求
め
ら
れ
、
観
光
客
を
中

心
に
集
客
数
を
伸
ば
す
た
め
の
経
営
努
力
を

払
っ
て
お
り
、
同
法
で
は
樽
物
館
の
入
館
料

に
つ
い
て
「
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
」

（第

60条
）
と
規
定
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、

ベ
ト
ナ
ム
歴
史
博
物
館
お
よ
び
ベ
ト
ナ
ム
革

命
樽
物
館
は
、
そ
れ
ま
で
月
曜
休
館
で
あ
っ

た
の
を
、

2
0
0
6
年
よ
り
年
中
無
休
と
し

ま
し
た
。

硯
在
、
ベ
ト
ナ
ム
政
府
は
、
全
国
す
べ
て

の
應
物
館
を
対
象
に
し
た
「
博
物
館
マ
ス
タ

ー
プ
ラ
ン
」

(
2
0
0
5
1
2
0
2
0
年）

を
進
め
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
急
激
な
経
済

成
長
に
伴
い
、
既
存
の
博
物
館
の
全
般
的
な

時
の
南
部
臨
時
革
命
委
員
会
の
本
部
、
最
高

裁
判
所
等
と
し
て
使
用
さ
れ
た
歴
史
的
建
造

物
で
す
。
館
内
の
展
示
は
3

部

•
2
7室
に
分

か
れ
て
い
ま
す
。
第
1
部
は

1
8
5
8年
か

ら
1
9
4
-
5
年
ま
で
の
フ
ラ
ン
ス
の
植
民
地

支
配
と
の
闘
争
の
展
示
で
、
日
本
の
植
民
地

支
配
下
に
関
す
る
展
示
も
あ
り
ま
す
。
第
2

部
は
第
2
次
世
界
大
戦
後
の

1
9
4
5
年
か

ら
ー1
9
7
5
年
に
お
け
る
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
に

関
す
る
展
示
、
第
3
部
は
統
一
後
の
ベ
ト
ナ

ム
の
国
家
建
設
を
展
―
―
か
し
て
い
ま
す
。
ま

た
、
館
外
に
は
実
際
に
使
わ
れ
た
武
器
、
戦

車
戦
闘
機
、
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
等
が
展
示
さ
れ

て
い
ま
す
。

な
お
、

2
0
0
6
年
に
は
、
ベ
ト
ナ
ム
歴

史
博
物
館
と
ベ
ト
ナ
ム
革
命
博
物
館
を
統
合

し
、
新
し
い
国
家
歴
史
博
物
館
を
建
設
す
る

案
が
承
認
さ
れ
ま
し
た
。
ハ
ノ
イ
市
内
に
建

設
予
定
の
西
ホ
ー
タ
イ
新
都
市
区
内
の
友
誼

公
園
に
建
設
が
進
め
ら
れ
て
お
り
、

2
0
2

0
年
に
開
館
す
る
予
定
で
す
。
（
ハ
ノ
イ

は
、
新
都
心
計
画
「
2
0
2
0
計
画
」
を
策

定
し
て
お
り
、
こ
の
博
物
館
の
敷
地
は
そ
の

西
最
奥
部
に
位
置
し
ま
す
）
同
館
で
は
、
ベ

ト
ナ
ム
民
族
の
歴
史
、
建
国
・
祖
国
防
衛
・

国
家
建
設
の
歩
み
、
さ
ら
に
国
内
の
各
少
数

民
族
の
文
化
を
紹
介
し
、
約
10
ヘ
ク
タ
ー
ル

の
敷
地
内
に
は
、
時
代
区
分
に
沿
っ
た
歴
史

の
展
示
ス
ペ
ー
ス
の
ほ
か
、
青
少
年
向
け
の

ス
ペ
ー
ス
や
野
外
展
示
コ
ー
ナ
ー
な
ど
も
設

け
ら
れ
る
予
定
で
す
。

ベ
ト
ナ
ム
軍
事
史
博
物
館

ベ
ト
ナ
ム
軍
事
史
博
物
館

(B,¥o
T
a
n
g
 

Lj

c
h
 srr 
Q
u
a
n
 s,r V
i~t 

N
a
m
)

は
、
国
内
2
2

か
所
の
さ
ま
ざ
ま
な
軍
種
、
兵
科
か
ら
な
る

軍
事
系
博
物
館
の
頂
点
に
立
つ
国
立
悔
物
誼

で、

1
9
5
9年
に
「
軍
事
博
物
館
」
と
し

て
設
立
さ
れ
た
当
初
は
、
軍
全
体
の
思
想
工

作
を
総
括
す
る
政
治
総
局
が
運
営
に
あ
た
り

ま
し
た
。

2
0
0
2
年
に
現
在
の
名
称
に
改

め
、
国
防
省
が
所
管
・
遥
営
し
て
い
ま
す
。

同
館
で
は
，
戦
闘
機
、
戦
車
、
大
砲
、
燥

弾
、
小
火
器
等
の
ほ
か
、
関
係
文
書
や
写

真
、
映
像
等
の
収
蔵
品
約
15
万
点
の
う
ち
、

約
4
0
0
0
点
を
展
示
し
て
お
り
、
ベ
ト
ナ

ム
の
屁
史
の
中
で
、
い
か
に
侵
略
者
と
戦

い
、
い
か
に
共
産
党
が
指
道
的
役
割
を
果
た

し
て
き
た
か
を
革
命
期
、
抗
仏
戦
争
期
、
抗

米
戦
争
期
の
各
コ
ー
ナ
ー
に
分
け
、
時
系
列

83 文部科学時報 2010.11 

Bao Tang 

; 9 

ベトナム歴史博物館

き

且ヽ ：，、 4B I 
．．．一--- -.-- ---- ・ • ~ •—‘• → 

t<lil>J~~み： Z ・;’ 

ベ

質
的
向
上
を
目
指
し
、
経
済
・
社
会
の
発
展

に
寄
与
し
、
か
つ
歴
史
文
化
の
研
究
や
教
育

普
及
に
資
す
る
博
物
館
運
営
を
展
開
し
よ
う

と
す
る
も
の
で
、
そ
の
た
め
に
政
府
は
財
政

支
援
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の

結
果
、
近
年
各
博
物
館
の
増
改
築
や
大
規
模

な
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
お
り
、
今
後
の
展
開
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

ペ
ト
ナ
ム
歴
史
博
物
館

現
在
、
ベ
ト
ナ
ム
に
は

1
3
5
の
博
物
餡

が
あ
り
、
そ
の
う
ち
国
立
博
物
館
が

8
館、

地
方
博
物
館
が

1
1
9
館
、
私
立
博
物
館
が

8
館
設
置
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
は
代
表

的
な
国
立
悼
物
舘
と
し
て
、
ハ
ノ
イ
に
あ
る

ベ
ト
ナ
ム
国
立
博
物
館
、
ベ
ト
ナ
ム
革
命
博

物
館
、
軍
事
史
博
物
館
お
よ
び
ベ
ト
ナ
ム
美

術
館
を
紹
介
し
ま
す
。

ベ
ト
ナ
ム
歴
史
博
物
館

(
B
a
o
T
a
n
g
 Li

c
h
 

s
f
rVi
~
tNa
m
)は
、
1
9
0
0

年
に
フ
ラ
ン

ス
の
東
南
ア
ジ
ア
研
究
機
関
で
あ
る
フ
ラ
ン

ス
柩
東
学
院
が
サ
イ
ゴ
ン
か
ら
ハ
ノ
イ
に
移

っ
た
際
、
所
有
す
る
文
化
財
等
を
収
蔵
・
展

示
す
る
た
め
の
施
設
と
し
て
整
備
さ
れ
、
研

先
に
対
し
て
経
済
援
助
を
行
っ
た
フ
ラ
ン
ス

人
ル
イ
。
フ
ィ
ノ
ー
の
名
を
取
っ
て
「
ル

ィ
・
フ
ィ
ノ
ー
博
物
館
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま

し
た
。
現
在
の
建
物
は

1
9
3
2
年
に
完
成

し
た
も
の
で
、
ベ
ト
ナ
ム
の
伝
統
建
築
と
西

洋
建
築
の
融
合
を
目
指
し
た
イ
ン
ド
シ
ナ
様

式
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
す
C
1
9
5
4
年
の

フ
ラ
ン
ス
軍
撤
退
後
、
も
と
の
博
物
館
を
再

で
紹
介
し
て
い
ま
す
。
年
間
入
館
者
数
は
約

3
0
万
人
を
数
え
、
観
光
客
だ
け
な
く
、
約
10

％
が
児
童
生
徒
等
の
社
会
科
見
学
や
軍
人
の

研
修
綽
の
場
と
し
て
活
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

ベ
ト
ナ
ム
美
術
館

ベ
ト
ナ
ム
美
術
館

(
B
a
o
T
a
n
g
 M
y
 T
h
品

V
i
~
tN
a
m
)は、
1
9
3
0

年
代
に
フ
ラ
ン
ス

人
に
よ
っ
て
建
築
さ
れ
た
コ
ロ
ニ
ア
ル
様
式

の
建
物
で
、

1
9
6
2
年
に
文
化
省
（
現
在

の
文
化
ス
ポ
ー
ツ
観
光
省
）
に
よ
っ
て
ベ
ト

ナ
ム
様
式
へ
と
改
築
が
行
わ
れ
、

1
9
6
6

年
に
美
術
館
と
し
て
開
館
し
ま
し
た
。

1
9

9
7
年
か
ら

1
9
9
9
年
に
か
け
て
増
築
も

行
わ
れ
、
ベ
ト
ナ
ム
の
中
核
的
な
美
術
館
と

し
て
機
能
し
て
い
ま
す
。
建
物
は

2
棟
に
分

か
れ
、
正
面
椋
に
は
青
銅
器
を
中
心
と
す
る

考
古
資
料
や
仏
教
関
係
の
文
化
財
、
絵
画
を

中
心
と
す
る
近
現
代
美
術
の
作
品
等
が
展
示

さ
れ
て
お
り
、
ベ
ト
ナ
ム
の
少
数
民
族
の
衣

装
等
民
族
資
料
も
数
多
く
展
示
し
て
い
ま
す
。
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ージアの厚四9物館
―-`iて乃；Tゾ v,..:

叫凋闘叩［
らやす＞日 1 シ
れ植 9日色シをン

｀ーて物ン―gョ./ガ

い園ガが｀ ン ガ ポ

さ管館ま館な等ボ博g芸ポ I
れ理はせ尼いは 1物日術 1 ル

た と‘とはた日ル館日省ルに

国活 1 。、めロ ロ＾でお

立用 9 そ‘啓で行口ごはけ

遺を 9 国れ本ごi内政 5•5‘ る
産目 3 立 ら 稿 日 動 を 苔 ． 回 情 博

’雙胃塁ば哀t畠； ！こ0 9畠zし文館まうて． 一 、 9-

苔．て化・れ→と水て且~~g
g設財美て博ら族い巨さニ

巴 立 の 術 い 物 え 館 ま の 7 ケ

国立シンガポール博物館

た

顔

こ

日

本

の

仮

面

」

展

を

開

催

し

ま

し

た

。

②

ペ

ラ

ナ

カ

ン

博

物

館

(Peranakan M
u
s
e
u
m
)
 

旧

ア

ジ

ア

文

明

博

物

館

の

建

物

を

活

用

し

て

2
0
0
8年
に

開

館

し

ま

し

た

。

「

ペ

ラ

ナ

カ

ン

」

と

は

、

ア

ジ

ア

地

域

に

何

世

代

に

も

わ

た

っ

て

住

み

着

い

た

中

国

系

の

人

々

で

、

世

界

最

大

の

ペ

ラ

ナ

カ

ン

文

化

の

コ

レ

ク

シ

ョ

ン

を

収

蔵

・

展

示

し

て

い

ま

す

。

③

国

立

シ

ン

ガ

ポ

ー

ル

博

物

館

（

N
at
i

o
n
a
l

M
u
s
e
u
m
 of
 

S
i

ngapore)・ 

1
8
4
9年
に

ラ

ッ

フ

ル

ズ

図

書

館

の

一

部

と

し

て

設

置

さ

れ

た

シ

ン

ガ

ポ

ー

ル

最

古
•
最
大
の
博
物
館
で
、
1
8
8
7

年
に
開

館

し

ま

し

た

。

同

館

は

シ

ン

ガ

ポ

ー

ル

の

歴

史

に

焦

点

を

あ

て

て

お

り

、

戦

前

の

日

本

統

治

下

に

は

「

昭

南

博

物

館

」

と

呼

ば

れ

て

い

ま

し

た

。

1
9
6
5年
に

National
M
u
s
e
u
m
 

of
 Si

ngaporeと
名

づ

け

ら

れ

、

1
9
9
3

年

か

ら

2
0
0
6年

5
月

ま

で

の

短

期

間

Si

n
g
a
p
o
r
e
 
Hist
ory

・
M
u
s
e
u
mと
い

う

名

ン

タ

ー

、

観

光

省

が

所

管

す

る

セ

ン

ト

サ

島

等

の

島

嶼

部

に

あ

る

博

物

館

な

ど

が

あ

り

ま

す

。

残

り

の

3
分

の

1
は

私

立

博

物

館

で

す

が

、

近

年

「

文

化

遺

産

産

業

促

進

事

業

(
H
e
ri

,

t

a
g
e
 Indust
ry Incentive P
r
o
g
r
a
m
)」

が

実

施

さ

れ

、

個

人

の

コ

レ

ク

タ

ー

等

が

収

集

し

た

芸

術

作

品

等

を

博

物

館

で

公

開

す

る

際

に

、

そ

の

展

示

活

動

や

広

報

、

マ

ー

ケ

テ

ィ

ン

グ

等

の

事

業

経

費

に

つ

い

て

、

プ

ロ

ジ

ェ

ク

ト

ご

と

に

50％
ま

で

が

国

庫

補

助

を

受

け

ら

れ

る

よ

う

に

な

り

ま

し

た

。

助

成

を

受

け

る

た

め

に

は

、

N
H
Bに
申

請

し

、

認

可

審

査

を

受

け

る

必

要

が

あ

り

、

コ

レ

ク

シ

ョ

ン

の

内

容

は

も

ち

ろ

ん

、

‘

博

物

館

の

ミ

ッ

シ

ョ

ン

シ

ン

ガ

ポ

ー

ル

の

国

立

博

物

館

｀

営

状

況

、

職

員

の

配

置

状

況

、

施

設

設

備

の

整

備

状

況

、

事

業

計

画

等

が

認

可

基

準

に

基

づ

い

て

厳

し

く

審

査

さ

れ

ま

す

。

た

だ

し

、

私

立

博

物

館

は

国

指

定

文

化

財

を

展

示

す

る

こ

と

は

で

き

ず

、

国

が

定

め

た

文

化

財

の

保

存

・

公

開

基

準

を

満

た

し

た

N
H
B所
管

の

国

立

博

物

館

・

美

術

館

の

み

が

所

有

・

展

示

す

る

こ

と

を

認

め

ら

れ

て

い

ま

す

。

こ

の

た

め

、

私

立

博

物

館

は

、

著

作

権

料

を

払

っ

て

レ

プ

リ

カ

（

複

製

）

を

製

作

し

、

そ

れ

を

展

示

す

る

こ

と

に

な

り

ま

す

。

な

お

、

シ

ン

ガ

ポ

ー

ル

で

は

、

い

わ

ゆ

る

博

物

館

法

は

制

定

さ

れ

て

い

ま

せ

ん

が

、

文

化

財

保

護

に

関

す

る

法

律

(Preservation

of
 

M
o
n
u
m
e
nt

 

A
ct
、

N
at
i

o
n
a
l

ionum・

は

制

淀

さ

れ

て

い

ま

l
}
l
l
 

プ

ン

し

、

ガ

ラ

ス

張

り

の

近

代

的

な

建

物

を

増

設

し

ま

し

た

。

新

た

に

14世
紀

か

ら

現

在

ま

で

の

シ

ン

ガ

ポ

ー

ル

の

歴

史

を

物

語

形

式

で

展

示

す

る

「

Hi

st
ory

Gallery
」

と

、

シ

ン

ガ

ポ

ー

ル

の

フ

ァ

ッ

シ

ョ

ン

、

食

、

映

画

な

ど

を

テ

ー

マ

に

シ

ン

ガ

ポ

ー

ル

の

ラ

イ

フ

ス

タ

イ

ル

を

紹

介

す

る

「

S
i

n
g
ap
ore
Livi
n
g
 

Gallery
」

の

常

設

展

示

が

設

け

ら

れ

て

お

り

、

展

示

の

導

入

部

は

マ

ル

チ

メ

デ

ィ

ア

を

採

用

し

、

3
6
0度
の

ス

ク

リ

ー

ン

に

シ

ン

ガ

ポ

ー

ル

人

の

ラ

イ

フ

ス

タ

イ

ル

を

映

し

出

し

て

い

ま

す

。

館

内

の

「

M
u
s
e
u
m

T
r
e
a
s
u
r
e」
室

に

は

、

シ

ン

ガ

ポ

ー

ル

最

古

の

文

字

が

刻

ま

れ

て

い

る

「

シ

ン

ガ

ポ

ー

ル

ス

ト

ー

ン

」

や

、

1
9
2
3年
に

出

土

し

た

ヒ

ン

ズ

ー

教

に

由

来

す

る

「

カ

ー

ラ

」

が

モ

チ

ー

フ

と

し

て

使

わ

れ

て

い

る

金

の

ア

ー

ム

レ

ッ

ト

、

初

代

駐

在

官

ウ

ィ

リ

ア

ム

・

フ

ァ

ー

ク

ワ

ー

氏

が

描

か

せ

た

動

植

物

画

コ

レ

ク

シ

ョ

ン

等

の

11点
の

貴

重

な

文

化

財

を

展

示

し

て

い

ま

す

。

④

シ

ン

ガ

ポ

ー

ル

国

立

美

術

館

(

S

i

n
g
a
p
o
r
e
 A
rt
 M
u
s
e
u
m
)
 

館

19世
紀

半

ば

に

フ

ラ

ン

ス

人

研

修

術
美

僧

に

よ

っ

て

建

て

ら

れ

た

カ

ト

リ

ッ

立
国

ク

系

の

ミ

ッ

シ

ョ

ン

・

ス

ク

ー

ル

を

レ,‘, 
l

改

築

し

て

1
9
9
6年
に

開

館

し

た

ポ
泣

美

術

館

で

す

。

7
0
0
0点
以

上

の

.

‘

、

シ

ン

ガ

ポ

ー

ル

お

よ

び

東

南

ア

ジ

ア

の

近

現

代

美

術

の

コ

レ

ク

シ

ョ

ン

を

⑥

シ

ン

ガ

ポ

ー

ル

切

手

博

物

館

(

S

i

n
g
a
p
o
r
e
 P
h
il
at
eli

c
 M
u
s
e
u
m
)
 

1
9
9
4年
に

20世
紀

初

頭

に

英

国

系

の

中

国

人

小

学

校

と

し

て

建

築

さ

れ

た

建

物

を

改

築

し

て

開

館

し

た

博

物

館

で

す

。

館

内

は

6
つ

の

ギ

ャ

ラ

リ

ー

に

分

か

れ

て

お

り

、

植

民

地

時

代

か

ら

の

シ

ン

ガ

ポ

ー

ル

の

郵

便

の

歴

史

や

実

際

に

郵

便

局

で

使

用

し

て

い

た

道

具

や

切

手

、

実

逓

便

等

を

収

集

・

展

示

し

て

い

ま

す

。

ま

た

、

切

手

が

で

き

る

ま

で

の

エ

程

や

、

世

界

の

ポ

ス

ト

、

希

少

価

値

な

切

手

の

展

示

な

ど

も

あ

り

、

郵

便

関

連

全

般

の

博

物

館

と

な

っ

て

い

ま

す

。

⑥

オ

ー

ル

ド

フ

ォ

ー

ド

フ

ァ

ク

ト

リ

ー

(
M
e
m
o
ri

e
s
 at
 O
l
d
 F
o
r
d
 fact
o
ry
)

 

1
9
4
2年

2
月

15日
、

日

英

両

軍

の

司

令

官

が

降

伏

交

渉

を

行

い

、

イ

ギ

リ

ス

が

降

伏

文

書

を

取

り

交

わ

し

た

部

屋

の

あ

る

フ

ォ

ー

ド

自

動

車

工

場

を

保

存

・

修

復

し

た

記

念

館

で

、

2
0
0
6年
か

ら

一

般

公

開

し

て

い

ま

す

。

山

下

奉

文

将

軍

と

パ

ー

シ

バ

ル

中

将

・

が

交

渉

を

行

っ

た

部

屋

を

保

存

整

備

し

て

い

ま

す

が

、

同

館

は

国

定

史

跡

に

も

な

っ

て

お

り

、

シ

ン

ガ

ポ

ー

ル

の

戦

争

博

物

館

と

し

て

の

機

能

を

果

た

し

て

い

ま

す

。

⑦

ブ

キ

ッ

ト

チ

ャ

ン

ヅ

ー

(
R
e
f
l
e
ct
i

o
n
s
 at
 

B
u
ki
t

 

C
h
a
n
d
u
)
 

2
0
0
2年
に

開

館

し

た

ブ

キ

ッ

ト

チ

ャ

ン

ヅ

ー

は

、

「

大

麻

の

山

」

と

い

う

意

味

の

マ

レ

ー

語

で

、

1
9
4
2年

2
月

14日
に

シ

ン

す

。

ま

た

、

学

芸

員

等

の

専

門

職

の

国

家

資

格

制

度

も

な

く

、

各

博

物

館

で

は

、

通

常

大

学

で

美

術

史

や

考

古

学

、

社

会

学

等

を

学

ぴ

、

修

士

ま

た

は

課

程

で

博

物

館

学

等

を

専

攻

し

た

者

を

専

門

職

と

し

て

採

用

し

て

い

ま

す

。

た

だ

し

、

N
H
Bは
こ

う

し

た

学

芸

員

に

相

当

す

る

専

門

職

の

配

置

を

義

務

づ

け

て

い

な

い

た

め

、

私

立

博

物

館

で

は

コ

レ

ク

タ

ー

自

身

が

そ

の

役

割

を

果

た

し

て

お

り

、

前

述

の

N
H
B所
管

以

外

の

国

立

博

物

館

に

は

、

ほ

と

ん

ど

専

門

職

は

配

置

さ

れ

て

い

ま

せ

ん

。

な

お

、

館

長

は

一

般

に

博

士

号

を

取

得

し

て

い

る

こ

と

が

求

め

ら

れ

ま

す

。

7つ
の

国

立

博

物

館

・

美

箭

館

以

下

、

N
H
Bに
所

属

し

て

い

る

7
つ

の

国

立

博

物

館

・

美

術

館

を

紹

介

し

ま

し

ょ

う

。

①

ア

ジ

ア

文

明

博

物

館

(
A
si

a
n

C
i

vi
l

i

,

 

s
at
i

o
n
s
 M
u
s
e
u
m
)
 

1
9
9
7年
に

開

館

し

、

2
0
0
3年

3

月

に

1
8
6
0年
代

に

英

連

邦

政

府

の

庁

舎

と

し

て

建

築

さ

れ

、

独

立

後

も

政

府

庁

舎

と

し

て

利

用

さ

れ

て

い

た

建

物

を

改

築

し

た

コ

ロ

ニ

ア

ル

風

の

建

物

に

移

転

し

、

リ

ニ

ュ

ー

ア

ル

・

オ

ー

プ

ン

し

ま

し

た

。

館

内

は

大

き

く

4
つ

の

エ

リ

ア

（

中

国

、

東

南

ア

ジ

ア

、

南

＇

ア

ジ

ア

、

西

ア

ジ

ア

）

に

分

け

ら

れ

て

お

り

、

ア

ジ

ア

全

域

に

関

す

る

展

示

を

し

て

い

る

点

が

特

徴

で

す

。

こ

れ

は

、

多

民

族

国

家

で

あ

る

シ

ン

ガ

ポ

ー

ル

が

多

く

の

国

家

・

文

明

の

ル

ー

ツ

を

重

要

視

し

て

い

る

た

め

で

、

約

5
0
0
0年
前

ま

で

さ

か

の

ぼ

っ

て

移

民

の

を

保

存

す

る

と

と

も

に

、

館

内

で

当

時

の

戦

い

の

状

況

を

展

示

し

て

い

ま

す

。

同

館

は

、

N
H
Bの
下

部

組

織

で

あ

る

国

立

公

文

書

館

(
N
at

i

onal 
A
r
chiv
e
s
 of
 
Si
ngapore)

が

管

理

運

営

を

行

っ

て

い

ま

す

。

国

立

ア

ー

ト

ギ

ャ

ラ

リ

ー

の

新

展

開

シ

ン

ガ

ポ

ー

ル

で

は

、

現

在

2
つ

の

歴

史

的

建

造

物

を

使

用

す

る

ユ

ニ

ー

ク

な

発

想

に

よ

り

、

新

た

な

国

立

ア

ー

ト

ギ

ャ

ラ

リ

ー

の

整

備

を

進

め

て

い

ま

す

。

建

造

物

の

1
つ

は

1
9
4
5年
の

イ

ギ

リ

ス

に

対

す

る

日

本

の

降

伏

調

印

や

1
9
6
5年
の

シ

ン

ガ

ポ

ー

ル

独

立

宣

言

な

ど

歴

史

上

重

要

な

出

来

事

の

舞

台

と

な

っ

た

旧

市

庁

舎

で

、

も

う

1
つ

は

1

9
3
9年
か

ら

2
0
0
5年
ま

で

シ

ン

ガ

ポ

ー

ル

の

最

高

司

法

機

関

で

あ

っ

た

ビ

ク

ト

リ

ア

調

の

旧

最

高

裁

判

所

の

建

物

で

、

2
0
1

4
年

に

開

館

す

る

予

定

で

す

。

シ

ン

ガ

ポ

ー

ル

の

各

国

立

博

物

館

は

、

国

家

の

文

化

資

本

の

主

体

的

解

説

者

と

し

て

、

国

家

遺

産

を

ブ

ラ

ン

ド

化

し

、

国

家

の

過

去

の

歴

史

解

釈

を

伝

え

る

役

割

を

担

っ

て

お

り

、

国

立

ア

ー

ト

ギ

ャ

ラ

リ

ー

で

は

、

来

館

者

が

シ

ン

ガ

ポ

ー

ル

の

歴

史

建

築

に

触

れ

な

が

ら

、

新

し

い

芸

術

文

化

の

創

造

に

参

画

す

る

こ

と

が

で

き

る

よ

う

に

工

夫

し

て

い

ま

す

。

今

後

、

同

館

を

含

め

各

国

立

博

物

館

を

中

心

に

、

シ

ン

ガ

ポ

ー

ル

が

ア

ジ

ア

の

博

物

館

学

の

発

展

や

今

後

の

国

際

連

携

の

促

進

に

大

い

に

寄

与

す

る

こ

と

が

期

待

さ

れ

ま

す

。
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H
e
ri
t

age B
o
ai;
d
 :
N
H
B
)
に

所

属

し

て

お

り

、

現

在

7
館

が

独

立

行

政

法

人

(

S

t

at
u,

t

ory
 

B
o
a
r
d
)と
し

て

運

用

さ

れ

て

い

ま

す

。

ま

た

、

1
9
9
6年
に

N
H
Bの
管

理

下

に

、

い

わ

ゆ

る

シ

ン

ガ

ポ

ー

ル

博

物

館

協

会

に

相

当

す

る

「

シ

ン

ガ

ポ

ー

ル

博

物

館

円

卓

会

議

(
T
h
e
M
u
s
e
u
m
 R
o
u
n
d
table)」

が

設

け

ら

れ

ま

し

た

。

発

足

当

初

は

10館
程

度

で

し

た

が

、

国

民

の

博

物

館

・

美

術

館

に

対

す

る

関

心

の

高

ま

り

や

、

政

府

と

し

て

文

化

財

の

公

開

・

活

用

に

よ

っ

て

シ

ン

ガ

ポ

ー

ル

人

の

ア

イ

デ

ン

テ

イ

テ

ィ

を

高

め

よ

う

と

す

る

政

策

と

あ

い

ま

っ

て

近

年

急

速

に

増

加

し

て

お

り

、

現

在

で

は

50館
以

上

が

加

盟

し

て

い

ま

す

。

も

と

も

と

シ

ン

ガ

ポ

ー

ル

に

は

1
9
7
0年
代

ま

で

に

3
館

し

か

博

物

館

が

あ

り

ま

せ

ん

で

し

た

が

、

80年
代

か

ら

多

く

設

置

さ

れ

る

よ

う

に

な

り

、

最

近

10年
間

で

は

、

ジ

ョ

ー

ジ

ョ

ー

情

報

コ

ミ

ュ

ニ

ケ

ー

シ

ョ

ン

芸

館

術

大

臣

の

強

い

イ

ニ

シ

ア

チ

プ

も

あ

っ

て

30館

物
博

以

上

も

増

え

て

お

り

、

大

規

模

な

リ

ニ

ュ

ー

文

ア

ル

も

進

め

ら

れ

て

い

ま

す

。

明ァ
ジ

円

卓

会

議

加

盟

館

の

お

よ

そ

3
分

の

2
は

ァ

N
H
B所
管

以

外

の

国

立

博

物

館

で

、

陸

海

空

軍

の

そ

れ

ぞ

れ

の

博

物

館

の

ほ

か

、

警

察

博

物

館

、

国

立

病

院

に

附

属

す

る

健

康

博

物

、

百

省

が

所

惜

す

厄

，

汁

11江レ
ス

aIo
i七
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ペラ博物館

マ
レ
！
シ
ア
に
お
け
る
博
物
館
行
政

マ
レ
ー
シ
ア
の
椰
物
館
行
政
は
、
た
び
重

な
る
省
庁
再
紺
に
よ
っ
て
、
文
化
・
青
少
年
・

ス
ポ
ー
ツ
省
、
地
方
政
府
゜
環
境
省
、
文
化
。

観
光
省
、
文
化
・
芸
術
』
観
光
省
、
文
化
・
芸

術
・
遺
産
省
と
管
轄
の
変
遷
が
あ
り
ま
し
た

が
、
現
在
は

2
0
0
9
年

4
月
の
省
庁
再
緬

に
よ
っ
て
、
情
報
・
通
信
・
文
化
省
(
K
e
r
n
e
n

t

e
ri
a
n
 P
e
n
e
r
a
n
g
a
n
 K
o
m
u
ni

 

k
a
si

 

d
a
n
 K
e
b
u
d
a
y
a
a
n
)

の
管

轄
と
な
っ
て
い
ま
す
。
同
省
は
、

放
送
局
、
情
報
局
、
マ
レ
ー
シ
ア
国

立
フ
ィ
ル
ム
局
、
特
別
問
題
局
、

u
t

u
a
n
 

T
a
n
a
h
 M
e
l
a
y
u
)
」
と
し
て
独
立
す
る

と
、
博
物
餡
が
独
立
国
民
と
し
て
の
ア
イ
テ

ン
テ
イ
テ
ィ
の
シ
ン
ボ
ル
的
な
意
味
を
持
つ

よ
う
に
な
り
、
翌
58
年
に
残
さ
れ
た
左
累
部

分
の
建
物
が
歴
史
的
建
造
物
の
指
定
を
受
け

ま
し
た
。
さ
ら
に
、
初
代
首
相
の
ト
ウ
ン

ク
・
ア
ブ
ド
ウ
ル
・
ラ
ー
マ
ン
氏
に
よ
っ
て

こ
の
場
所
に
新
し
い
博
物
館
を
建
設
す
る
こ

と
が
提
唱
さ
れ
、
「
国
立
博
物
館

(
M
u
zi

u
m

N
e
g
a
r
a
)
」
と
名
づ
け
る
こ
と
に
決
定
し
ま

し
た
。
国
立
悔
物
館
は
、

1
9
5
9
年
に
建

設
が
始
ま
り
、

1
9
6
3
年

8
月
に
正
式
開

館
し
ま
し
た
。
マ
ラ
ヤ
連
邦
が
サ
バ
州
、
叶

ラ
ワ
ク
州
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
を
加
え
て
マ
レ

ー
シ
ア
連
邦
政
府
が
形
成
さ
れ
る

1
か
月
前

の
こ
と
で
し
た

(
1
9
6
5
年
に
シ
ン
ガ
ポ

ー
ル
が
分
離
。
独
立
）
。

そ
の
後
、
各
地
域
に
博
物
館
が
設
立
さ
れ

る
よ
う
に
な
り
、
前
述
の
と
お
り
、
現
在
国

放
送
＆
情
報
研
修
所
、
マ
レ
ー
シ
ア
国
立
公

文
警
館
、
マ
レ
ー
シ
ア
国
立
図
書
館
、
マ
レ

ー
シ
ア
憾
物
館
局
、
国
立
文
化
遺
産
局
、
国

立
文
化
芸
術
局
、
国
立
劇
場
（
イ
ス
タ
ナ
ブ

ダ
ヤ
）
の
11
局
と
、
国
立
芸
術
・
文
化
，
遣

産
ア
カ
デ
ミ
ー
、
マ
レ
ー
シ
ア
国
立
美
術
館

等
の
外
局
6
庁
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。

マ
レ
ー
シ
ア
博
物
館
局
(
J
a
b
at
a
n

M
u
zi

u
m
 M
a
l
a
y
si
a)

は
、
以
前
は
博
物

館
，
選
産
局
で
し
た
が
、

2
0
0
6
年
に

2

つ
の
局
に
分
割
さ
れ
、
博
物
館
行
政
を
集
中

的
に
進
め
る
体
制
に
な
っ
て
い
ま
す
。
同
局

で
は
、
「
ア
ジ
ア
の
指
導
的
な
博
物
館
機
関

マ
レ
ー
シ
ア
の
国
立
博

へ
」
の
構
想
の
も
と
、
優
れ
た
コ
レ
ク
シ
ョ

ン
の
保
存
と
展
示
、
調
査
研
究
活
動
、
プ
ロ

グ
ラ
ム
の
革
新
、
専
門
職
員
の
育
成
を
通
じ

て
国
家
遺
産
に
関
す
る
知
識
の
普
及
を
図
る

こ
と
を
ミ
ッ
シ
ョ
ン
と
し
て
い
ま
す
。
ま

た
、
国
民
に
マ
レ
ー
シ
ア
の
豊
か
な
歴
史
遠

産
と
多
民
族
文
化
、
自
然
環
境
に
対
す
る
意

識
を
引
き
起
こ
す
た
め
、
国
家
的
な
歴
史
、

文
化
、
自
然
に
関
す
る
資
料
の
収
集
、
修

復
、
保
存
と
知
識
技
術
の
普
及
を
行
い
、
高

い
モ
ラ
ル
に
よ
る
調
和
的
な
社
会
の
実
現

と
、
観
光
振
興
の
促
進
と
発
展
を
援
助
す
る

こ
と
を
主
た
る
目
標
と
し
て
い
ま
す
。
具
体

＇ヽ国

も
個
人
の
寄
託
品
も
法
令
に
基
づ
き
登
録
管

理
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
な
お
、

1
9
5
8

年
に
は
同
じ
く
ト
ウ
ン
ク
・
ア
ブ
ド
ウ
ル
・

ラ
ー
マ
ン
首
相
の
提
唱
に
よ
っ
て
ク
ア
ラ
ル

ン
プ
ー
ル
に
国
立
美
術
館

(
B
a
l
ai

S
e
ni

 

L
u
ki
s
 N
e
g
a
r
a
)
が
設
立
さ
れ
、
こ
ち
ら
も

現
在
、
情
報
・
通
信
・
文
化
省
管
轄
下
で
は
あ

り
ま
す
が
、
国
立
美
術
館
法
に
基
づ
い
て
設

立
さ
れ
た
独
立
の
組
織
と
な
っ
て
い
ま
す
。

同
館
は
マ
レ
ー
シ
ア
の
近
現
代
美
術
を
中
心

に
2
5
0
0
点
を
超
え
る
所
蔵
品
を
有
し
、

マ
レ
ー
シ
ア
美
術
界
の
中
心
的
役
割
を
果
た

し
て
い
ま
す
。

2
0
0
7
年
か
ら
内
部
改
装

工
事
が
行
わ
れ
、
創
立

50
周
年
に
合
わ
せ

て
、
古
代
か
ら
現
代
ま
で
さ
ま
ざ
ま
な
角
度

で
取
り
上
げ
た
マ
レ
ー
シ
ア
美
術
を
一
望
で

き
る
回
顧
展
を
実
施
し
、
国
立
美
術
館
の
活

性
化
に
成
功
し
ま
し
た
。
海
外
の
作
品
も
積

極
的
に
紹
介
す
る
よ
う
に
な
り
、
昨
年

5
月

に
は
文
化
庁
メ
デ
ィ
ア
芸
術
祭
の

会
場
と
も
な
っ
て
い
ま
す
。

以
下
、
い
く
つ
か
主
要
な
国
立

博
物
館
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
し
ょ

゜
ぅ

館疇
国
立
博
物
館

固

(
M
u
zi
u
m
N
e
g
a
r
a
)
 

立

ク
ア
ラ
ル
ン
プ
ー
ル
に
あ
る
国

立
博
物
館
は
、
事
実
上
マ
レ
ー
シ

ア
の
国
立
中
央
博
物
館
で
、
多
民

族
国
家
マ
レ
ー
シ
ア
の
歴
史
、
文

庫
お
よ
び
保
存
修
理
施
設
の
整
備
、
③
公
式

な
調
査
研
究
の
実
施
、
④
博
物
館
学
に
関
す

る
人
材
養
成
の
た
め
の
研
修
、
⑤
優
れ
た
展

覧
会
の
開
催
、
⑥
指
導
的
な
博
物
館
機
関
の

構
築
等
が
主
た
る
任
務
と
な
っ
て
い
ま
す
。

マ
レ
）
シ
ア
に
は
、
現
在
約
1
8
0
館
の

博
物
館
が
あ
り
、
う
ち
国
立
博
物
館
が

21
館

設
置
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
博
物
館

は
、
い
ず
れ
も
マ
レ
ー
シ
ア
博
物
館
局
の
管

轄
で
す
が
、
州
立
博
物
館
に
つ
い
て
は
一
部

支
援
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
私
立
博
物
館
に

対
し
て
は
指
導
助
言
に
と
ど
ま
っ
て
い
ま
す

が
一
定
の
要
件
を
満
た
し
た
館
に
つ
い
て

は
、
入
館
料
収
入
や
土
地
建
物

の
固
定
資
産
税
に
対
す
る
税
制

官

優

遇

措

置

が

な

さ

れ

て

い

ま

す

直

（

マ

レ

ー

シ

ア

で

は

公

立

悔

物

館
は
州
立
の
み
で
、
い
わ
ゆ
る

市
町
村
立
の
博
物
館
は
存
在
し
ま
せ
ん
）
。

な
お
、
学
芸
員
の
国
家
資
格
制
度
は
あ
り

ま
せ
ん
が
、

2
0
0
7
年
よ
り
マ
ラ
ヤ
大

学、

2
0
0
8
年
よ
り
ア
ス
ワ
ラ
大
学
（
国

立
芸
術
・
文
化
・
遺
産
ア
カ
デ
ミ
ー
所
管
の

国
立
芸
術
大
学
）
で
学
部
の
中
に
棺
物
館
学

コ
ー
ス
が
設
置
さ
れ
、

2
0
0
8
年
よ
り
マ

ラ
科
学
技
術
大
学

(
U
I
T
M
)

で
修
士
課

程
に
博
物
館
学
コ
ー
ス
が
設
置
さ
れ
て
お

り
、
今
後
は
こ
れ
ら
の
専
攻
で
博
物
館
学
を

学
ん
だ
者
が
、
専
門
職
員
と
し
て
博
物
館
に

配
置
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。

マ
レ
i
シ
ア
に
お
け
る
博
物
館
発
度
の
歴
史

伝
統
的
な

で
、
先
住
民
族
オ
ラ
ン
ア
ス
リ
の
展
示
や
外

壁
に
描
か
れ
た
タ
イ
ル
の
モ
ザ
イ
ク
壁
画
が

目
を
引
き
ま
す
。
館
内
は
、

2
0
0
7
年
前

半
か
ら

1
年
以
上
か
け
て
内
部
改
装
工
事
が

行
わ
れ
、
こ
れ
ま
で
の

1
階
（
マ
レ
ー
シ
ア
式

で
は

2
階
）
の
展
示
は
面
目
を
一
新
し
ま
し

た
°
各
階
2
室
の
ギ
ャ
ラ
リ
ー
が
あ
り
、
そ

れ
ぞ
れ
先
史
時
代
、
マ
レ
ー
王
朝
時
代
、
植

民
地
時
代
、
現
代
（
今
日
の
マ
レ
ー
シ
ア
）
の

区
分
に
分
か
れ
て
展
示
を
行
っ
て
い
ま
す

が
、
植
民
地
時
代
の
展
示
で
は
、
ポ
ル
ト
ガ

ル
、
オ
ラ
ン
ダ
、
英
国
、
日
本
に
よ
る
占
領
統

治
に
つ
い
て
視
覚
的
に
説
明
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
現
代
展
示
で
は
、
マ
レ
ー
民
族
主
義
運

動
の
概
略
を
前
面
に
出
し
て
説
明
展
示
し
て

い
ま
す
。
同
じ
ホ
ー
ル
で
は
ス
ズ
産
業
の
レ

プ
リ
カ
、
生
ゴ
ム
採
取
風
景
な
ど
当
時
の
主

要
産
業
も
展
示
説
明
し
て
お
り
、
映
像
ス
ク

リ
ー
ン
を
多
用
す
る
展
示
と
な
っ
て
い
ま
す
。

ベ
ラ
博
物
館

(
M
u
zi

u
m
P
e
r
a
k
)
 

国
内
最
古
の
ペ
ラ
博
物
館
は
、
民
族
学
、

人
類
学
、
地
理
学
、
植
物
学
舘
に
関
す
る
貴

重
な
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
数
多
く
有
し
て
お

り、

8
5
0
0
点
以
上
の
樽
物
館
資
料
を
収

蔵
し
て
い
ま
す
。
そ
の
中
に
は
、
ビ
ン
ト
ロ

ン
グ
や
プ
ラ
サ
ン
な
ど

1
0
0
年
以
上
前
の

動
植
物
の
標
本
な
ど
も
含
ま
れ
て
お
り
、
お

も
に
自
然
、
文
化
、
現
住
民
族
、
タ
レ
イ
ワ

ー
ク
ス
の

4
つ
の
ギ
ャ
ラ
リ
ー
で
展
示
・
公

開
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
屋
外
に
は
戦
闘
機

リ
ス
統
治
下
に
あ
っ
た

1
8
8
3
年
、
イ
ギ

リ
ス
人
の
ヒ
ュ
ー
ロ
ー
卿
に
よ
っ
て
タ
イ
ピ

ン
に
設
立
さ
れ
た
ペ
ラ
博
物
館

(
M
u
zi

u
m

P
e
r
a
k
)
で
す
。
ア
ー
ル
，
デ
コ
様
式
の
建
物

が
完
成
し
た
の
は

1
8
8
6
年
で
、

-
l
9
0

0
年
に
増
築
さ
れ
ま
し
た
。
次
い
で

1
8
8

8
年
に
、
白
人
王
(
W
hi
t

e
R
aj

a)
の
称
号
を

与
え
ら
れ
た
イ
ギ
リ
ス
人
を
王
と
す
る
「
サ

ラ
ワ
ク
王
国

(
Ki
n
g
d
o
m
of
 
S
a
r
a
w
a
k
)
」

の
2
代
目
王
チ
ャ
ー
ル
ズ
，
ブ
ル
ッ
ク
卿
に

よ
っ
て
、
ボ
ル
ネ
オ
島
の
ク
チ
ン
に
サ
ラ
ワ

ク
博
物
飽

(
M
u
zi
u
m
S
a
r
a
w
a
k
 :
現
在
は

サ
ラ
ワ
ク
州
立
博
物
館
）
が
設
立
さ
れ
ま
し

た
。
同
館
は
、
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
ウ
ォ
i
レ

ス
輝
よ
り
寄
贈
さ
れ
た
自
然
史
コ
レ
ク
シ
ョ

ン
を
中
心
と
し
て
お
り
、
戦
時
中
も
大
き
な

被
害
を
受
け
な
か
っ
た
た
め
、
現
在
も
そ
れ

ら
の
コ
レ
ク
シ
ョ
シ
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま

す。

1
9
0
7
年
に
は
フ
ラ
ン
ク
・
ス
ウ
ェ

ッ
テ
ナ
ム
卿
に
よ
っ
て
、
ク
ア
ラ
ル
ン
プ
ー

ル
に
セ
ラ
ン
ゴ
ー
ル
博
物
館

(
M
u
zi

u
m

S
e
r
l
a
n
g
o
r
)

が
設
立
さ
れ
ま
し
た
。

1
8

9
6
年
に
マ
レ
ー
半
島
全
域
が
イ
ギ
リ
ス
の

間
接
統
治
を
受
け
る
保
盤
国
と
し
て
「
マ
レ

ー
連
合
州

(
F
e
d
e
r
at
e
d
M
a
l
a
y
 St
at
es)
」

が
結
成
さ
れ
て
お
り
、

1
9
1
0
年
に
ペ
ラ

樽
物
館
と
セ
ラ
ン
ゴ
ー
ル
博
物
館
は
、
マ
レ

ー
連
合
州
博
物
館
局
に
統
合
さ
れ
ま
す
。

1
9
4
1
年
、
太
平
洋
戦
争
が
始
ま
る

と
、
日
本
軍
が
マ
レ
ー
シ
ア
を
占
領
し
、
七

ラ
ン
ゴ
ー
ル
博
物
館
の
建
物
は
、
米
空
軍
に

壊
さ
れ
て
し
ま
い
ま

(
M
u
zi

u

m

 A
l
a
m
 S
e
m
u
l
aj
a
d
i
)
 

2
0
0
9
年
11
月
に
ク
ア
ラ
ル
ン
プ
ー
ル

南
郊
の
新
行
政
都
市
プ
ト
ラ
ジ
ャ
ヤ
に
開
館

し
た
自
然
史
博
物
館
は
、
国
立
織
物
博
物
館

と
並
ん
で
マ
レ
ー
シ
ア
で
最
も
新
し
い
国
立

博
物
館
で
す
。

1
9
6
3
年
か
ら
収
集
が
始

ま
っ
た
自
然
史
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は

4
万
点
以

上
あ
り
、
館
内
に
は
マ
レ
ー
シ
ア
固
有
の
動

植
物
の
標
本
や
化
石
、
岩
石
、
鉱
石
な
ど
を
展

示
し
て
お
り
、
ク
ア
ラ
リ
ピ
ス
の
採
掘
現
場

で
作
業
員
に
よ
っ
て
発
見
•
寄
贈
さ
れ
た
2
0

万
リ
ン
ギ
相
当
の
金
塊
も
展
示
し
て
い
ま
す
。

こ
の
ほ
か
、
関
税
博
物
館
、
コ
タ
・
ジ
ョ
ホ

ー
ル
・
ラ
マ
博
物
館
、
マ
レ
ー
シ
ア
建
築
博

物
館
、
ル
ク
ッ
、
卜
博
物
館
、
ス
ン
ガ
イ
・
レ
ン

ビ
ン
（
ス
ズ
鉱
山
）
博
物
館
、
マ
タ
ン
博
物

館
、
レ
ン
ゴ
ン
考
古
博
物
館
、
ギ
ャ
ラ
リ
ア
・

ペ
ル
ダ
ナ
（
マ
ハ
テ
ィ
ー
ル
記
念
館
）
、
コ

タ
・
カ
ヤ
ン
博
物
館
、
コ
タ
・
ク
ア
ラ
：
グ
ダ

ー
博
物
館
、
プ
ジ
ャ
ン
渓
谷
考
古
学
博
物

館
、
煽
突
樽
物
館
、
ラ
ブ
ア
ン
海
洋
博
物
館
、

ラ
ブ
ア
ン
博
物
誼
、
国
立
自
動
車
博
物
館
、
オ

ラ
ン
ア
ス
リ
エ
芸
博
物
館
、
マ
ラ
イ
ワ
ー
ル

ド
ギ
ャ
ラ
リ
ー
の
各
館
が
、
マ
レ
ー
シ
ア
博
物

館
局
直
轄
の
国
立
博
物
館
と
な
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
他
省
庁
所
管
で
は
、
国
立
プ
ラ
ネ

タ
リ
ウ
ム
（
科
学
技
術
革
新
省
）
、
国
立
動

物
園
（
自
然
資
源
。
環
境
省
）
、
陸
軍
博
物

館
、
海
軍
博
物
館
、
空
軍
博
物
館
、
警
察
博

物
館
等
が
設
置
さ
れ
て
い
ま
す
。
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一 4
B
'
‘
4
`
t
れ

も
と
に
「
博
物
館
局
」
が
設
置
さ
れ
、

1
9
7

0
年
に
は
同
局
を
I
C
O
M
国
内
委
員
会
の

事
務
局
と
し
て
I
C
O
M
に
加
盟
、

1
9
7

4
年
の
大
統
領
令
お
よ
び

1
9
7
5
年
の
教

育
文
化
省
令
に
よ
っ
て
、
博
物
館
局
は
博
物

館
行
政
全
般
に
責
任
を
有
す
る
機
関
と
さ
れ

ま
し
た
。
ま
た
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
は
、

1
9
6

3
年
に
旧
宗
主
国
で
あ
っ
た
オ
ラ
ン
ダ
と
国

交
を
回
復
し
、

1
9
6
8
年
に
新
し
い
文
化

協
定
を
結
び
ま
し
た
。

1
9
7
4
年
か
ら
旧

オ
ラ
ン
ダ
領
東
イ
ン
ド
地
域
の
歴
史
的
遺
物

の
返
還
交
渉
が
開
始
さ
れ
、

1
9
7
7
年
6

月
か
ら
そ
の
返
還
が
正
式
に
始
ま
り
ま
し
た
。

ス
ハ
ル
ト
政
権
下
で
は
、
博
物
館
が
国
民

統
合
の
た
め
の
一
手
段
と
し
て
と
ら
え
ら
れ

た
た
め
、
国
公
立
博
物
館
で
は
、
イ
ン
ド
ネ

シ
ア
の
歴
史
的
一
貫
性
と
地
域
的
な
統
一
性

へ
の
強
調
が
展
示
内
容
に
反
映
さ
れ
る
傾
向

が
あ
り
、
と
り
わ
け
首
都
ジ
ャ
カ
ル
タ
の
博

物
館
で
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
運
動
や
独
立

戦
争
、

9
.
3
0
事
件
な
ど
政
治
的
事
件
を
扱

っ
た
政
治
的
色
彩
の
強
い
博
物
館
が
多
く
見

ら
れ
ま
す
。

国
立
博
物
館

(
M
u
s
e
u
m
N
a
s
io
n
a
l) 

ジ
ャ
カ
ル
タ
に
あ
る
国
立
博
物
館
は
、

1

8
7
1
年
に
タ
イ
王
国
ラ
タ
ナ
コ
ー
シ
ン
朝

の
ラ
ー
マ

5
世
（
チ
ュ
ラ
ロ
ン
コ
ン
大
王
）
か

ら
贈
ら
れ
た
象
の
ブ
ロ
ン
ズ
像
が
前
庭
に
飾

ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
「
象
の
館
(
G
e
d
u
n
g

G
aj

a)
」
と
し
て
も
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
同

館
は
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
独
立
後
、

1
9
5
0
年

インドネシア国立美術館

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
お
け
る
博
物
館
行
政

世
界
最
多
の
島
嶼
を
抱
え
る
国
で
あ
る
イ

ン
ド
ネ
シ
ア
に
は
、
現
在
3
0
0
館
近
い
博

物
館
が
設
置
さ
れ
て
お
り
、
首
都
ジ
ャ
カ
ル

タ
や
、
ス
ル
タ
ン
の
王
宮
な
ど
が
残
る
古
都

で
あ
り
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
独
立
戦
争
の
時
に
臨

時
首
都
と
な
っ
た
ジ
ョ
ク
ジ
ャ
カ
ル
タ
お
よ

び
中
部
ジ
ャ
ワ
州
、
そ
し
て
芸
術
の
島
と
し

て
知
ら
れ
る
バ
リ
島
に
数
多
く
の

博
物
館
や
ギ
ャ
ラ
リ
ー
等
が
集
中

-.a

．

し

て

い

ま

す

。

i
 
.

.

 

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
博
物
館
行
政

わ
＇
は
、
文
化
観
光
省

(
D
ep
ar
te
m
e
n

... ．．
 

ヽ

"
 

で誦
と

ァ
A
J
すま

ネ
ゥ
し

ド

セ

音

ン
ム
ィ
f
発m

 
u
 

e
 

s
 

u
 

が
あ
り
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
独
立
戦
争
を
中
心

に
、
戦
闘
機
や
戦
車
、
銃
砲
等
軍
事
関
係
の

資
料
を
収
集
・
展
示
し
て
い
ま
す
。

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
は
博
物
館
法
(
U
n
d
a
n
g,

u
n
d
a
n
g
 P
e
r
m
u
s
e
u
m
a
n
 T
a
h
u
n
)
が
1
9

9
2
年
に
制
定
さ
れ
て
お
り
、
歴
史
的
遺
物

の
収
集
・
保
管
や
博
物
館
の
運
営
等
に
関
し

て
包
括
的
に
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し

な
が
ら
、
学
芸
員
の
よ
う
な
専
門
職
員
の
国

家
資
格
制
度
は
な
く
、
専
門
的
な
人
材
の
育

成
が
大
き
な
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。
現

在
、
ジ
ャ
カ
ル
タ
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
大
学
と

ジ
ョ
ク
ジ
ャ
カ
ル
タ
の
ガ
ジ
ャ
マ
ダ
大
学
等

に
博
物
館
学
講
座
が

設
け
ら
れ
て
い
ま
す

イ

ン

ド

ネ

シ

ア

の

国

立

博

物

館

が

、

い

ま

だ

十

分

で

は
な
く
、
文
化
観
光

省
の
支
援
の
も
と
、

オ
ラ
ン
ダ
の
ラ
イ
ン
ワ
ル
ト
・
ア
カ
デ
ミ
ー

を
は
じ
め
欧
米
諸
国
の
博
物
館
学
の
専
攻
を

有
す
る
大
学
が
開
設
す
る
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム

も
活
用
し
つ
つ
、
博
物
館
に
お
け
る
専
門
的

職
員
の
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
に
努
め
て
い
ま
す
。

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
お
け
る
博
物
館
発
展
の
歴
史

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
最
初
の
博
物
館
は
、
植

民
地
時
代
の

18
世
紀
以
前
に
オ
ラ
ン
ダ
東
イ

ン
ド
会
社
に
よ
っ
て
マ
ル
ク
地
方
の
ア
ン
ボ

ン
島
に
設
置
さ
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す

が
、
資
料
は
ほ
と
ん
ど
残
っ
て
い
ま
せ
ん
。

公
式
に
は
、

1
7
7
8
年
に
バ
タ
ヴ
ィ
ア

（
現
ジ
ャ
カ
ル
タ
）
に
在
住
し
て
い
た
オ
ラ

ン
ダ
人
に
よ
っ
て
「
バ
タ
ヴ
ィ
ア
芸
術
科
学

ー

十

呈

毘

逼

K
e
b
u
b
a
y
a
a
n
 I
n
d
o
n
e
s
ia)

の
機
関
と
な

り、

1
9
6
2
年
に
正
式
に
イ
ン
ド
ネ
シ
ア

政
府
の
「
中
央
博
物
館
(
M
u
s
e
u
m
P
u
s
at)」

の
名
称
に
変
更
し
、

1
9
7
9
年
に
教
育
文

化
省
設
置
法
に
基
づ
く
国
立
博
物
館

(
M
u
s
e
u
m
 N
a
s
ional)
と
な
り
ま
し
た
。
同

館
に
は
、
ジ
ャ
ワ
原
人
（
ピ
テ
カ
ン
ト
ロ
プ

ス
・
エ
レ
ク
ト
ゥ
ス
）
の
化
石
を
含
む
先
史

時
代
か
ら
20
世
紀
初
め
ま
で
の
歴
史
的
遺
物

約
20
万
点
が
収
蔵
さ
れ
て
お
り
、
考
古
資

料
、
民
族
資
料
、
陶
器
、
石
仏
像
、
プ
ロ
ン

ズ
像
、
染
織
、
貨
幣
等
の
豊
富
な
コ
レ
ク
シ

ョ
ン
を
有
し
て
い
ま
す
。

2
0
0
7
年
に
は
「
彫
像
の
館

(
G
e
d
u
n
g

A
r
c
a
)
」
が
新
た
に
増
築
さ
れ
、
約
2
万
3

0
0
0
面
の
展
示
ス
ペ
ー
ス
の
広
さ
を
誇
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
「
彫
像
の
館
」
で
は
、

宗
教
制
度
お
よ
び
儀
式
、
社
会
制
度
お
よ
び

組
織
、
知
的
制
度
、
言
語
、
生
活
、
技
術
の

7
つ
の
セ
ク
シ
ョ
ン
に
分
か
れ
て
展
示
が
な

さ
れ
て
い
ま
す
。

インドネシア国軍博物館

そ

'
-
1
1
,り

r
,
^
i

心
部
に
建
て
ら
れ
た
大
理
石
製
の
白
い
塔
で

あ
る
国
立
記
念
碑
(
M
o
n
u
m
e
n
N
a
s
ional :
 

M
o
n
a
s
)
の
地
下
に
は
歴
史
博
物
館

(
M
u
s
e
u
m
 S
ej

a
r
a
h
 N
a
s
io
n
a
l
)
が
設
け

ら
れ
、
古
代
か
ら
現
代
ま
で
の
イ
ン
ド
ネ
シ

ア
史
の
お
も
な
出
来
事
が
48
の
ジ
オ
ラ
マ
パ

ネ
ル
に
よ
っ
て
描
か
れ
て
い
ま
す
。
塔
の
台

座
に
は
独
立
の
広
間
(
R
u
a
n
g
K
e
r
n
e
r
,
 

d
e
k
a
a
n
)

が
あ
り
、
ス
カ
ル
ノ
大
統
領
が

読
み
上
げ
た
独
立
宣
言
文
が
納
め
ら
れ
、
イ

ン
ド
ネ
シ
ア
の
国
旗
、
国
章
、
地
図
等
が
展

示
さ
れ
て
い
ま
す
。

国
立
美
術
館

(
G
a
l
e
r
i
 N
a
s
io
n
a
―I
n
d
o
n
e
s
ia
)
 

1
9
9
8
年
に
開
館
し
た
国
立
美
術
館

は、

4
つ
の
建
物
か
ら
な
り
、
常
設
展
示
の

ほ
か
特
別
展
、
巡
回
展
等
も
頻
繁
に
開
催
し

て
い
ま
す
。
同
館
で
は
、
近
現
代
美
術
の
作

品
を
数
多
く
収
集
・
展
示
し
て
お
り
、
と
り

わ
け
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
お
よ
そ
1
7
0
0
人

の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
優
品
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を

有
し
て
い
ま
す
。
一
般

に
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
近

代
美
術
史
は
3
つ
の
時
期

に
区
分
さ
れ
、

1
9
3
8

年
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
画
家

連
盟

(
P
e
r
s
a
g
i
:
 

P
e
r
s
a
t

u
a
n
 
A
h
li

 

G
a
m
b
a
r
 I
n
d
o
n
e
si

a) 

の
結
成
時
期
、
次
い
で

1

9
4
2
i
4
5
年
の
日
本

K
e
b
u
d
a
y
a
a
n
 d
a
n
 P
a
r
i
wisata)
の
歴
史

考
古
総
局

(
D
ir
e
k
to
r
a
t
J
 e
n
d
e
r
 al 

S
ej

alah 
d
a
n
 P
u
r
b
a
k
a
l
a
)

の
も
と
に
設

置
さ
れ
て
い
る
博
物
館
局

(
D
ir
e
k
to
r
a
t

M
u
s
e
u
m
)

が
所
管
し
て
い
ま
す
。
博
物
館

局
は

5
つ
の
セ
ク
シ
ョ
ン
か
ら
な
り
、
事
業

管
理
部
、
一
般
博
物
館
部
、
特
殊
博
物
館
部
、

修
復
・
展
示
・
保
全
部
、
資
料
・
出
版
部
に
分

か
れ
て
い
ま
す
。
国
立
博
物
館

(
M
u
s
e
u
m

N
a
s
ional)
は
事
業
管
理
部
、
公
立
博
物
館

は
一
般
博
物
館
部
、
私
立
博
物
館
は
特
殊
博

物
館
部
の
管
轄
と
な
っ
て
い
ま
す
。
同
局
は

I
C
O
M
（
国
際
博
物
館
会
議
）
国
内
委
員

会
の
事
務
局
を
兼
ね
て
お
り
、

I
C
O
M
の

博
物
館
の
定
義
や
政
策
等
を
基
本
的
に
受
け

入
れ
つ
つ
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
文
化
的
状
況

に
対
応
し
て
運
用
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
国
立
美
術
館
（
G
娑
er
i
N
a
sional 

I
n
d
o
n
e
s
ia)
は
、
同
省
の
フ
ィ
ル
ム
・
芸
術
・

文
化
価
値
局
(
D
ir
e
k
torat
J

enderal N
ilai 

B
u
d
a
y
a
,
 S
e
n
i, 
d
a
n
 F
ilm
)

の
所
管
と
な

っ
て
い
ま
す
。

こ
の
ほ
か
、
ジ
ャ
カ
ル
タ
に
は
、
国
防
省

(
K
e
m
e
n
ter
ia
n
 P
e
r
ta
h
a
n
a
n
)
お
よ
び
イ

ン
ド
ネ
シ
ア
共
和
国
国
軍

(
T
e
n
t
a
r
 a
 

N
 as
io
n
af
 

I
n
d
o
n
e
s
ia)

の
管
轄
下
に
あ
る

国
軍
博
物
館
(
M
u
s
e
u
m
S
atria
 Ma
n
d
a
l
a
)
 

協
会

(
B
at
a
vi
a
a
s
c
h
G
e
n
o
ot
s
c
h
a
p
 v
a
n
 

K
u
n
s
te
n
 e
n
 W
e
te
n
s
c
h
ap
p
en)
」
が
設

立
さ
れ
、
オ
ラ
ン
ダ
領
東
イ
ン
ド
地
域
の
歴

史
資
料
の
収
集
や
研
究
を
行
っ
た
の
が
萌
芽

と
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
保

存
・
展
示
す
る
た
め
の
施
設
と
し
て
1
8
6

8
年
に
設
立
さ
れ
た
博
物
館
が
、
現
在
の
国

立
博
物
館
の
は
じ
ま
り
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
後
、

1
8
9
4
年
に
ボ
ゴ
ー
ル
動
物

学
博
物
館
(
B
o
g
or
Zoolo
gical M
u
s
_
e
u
m
)
 

が
ボ
ゴ
ー
ル
植
物
園
の
中
に
設
立
さ
れ
、

1

9
1
5年
に
バ
リ
博
物
館
(
B
巴
i
M
u
s
e
u
m
)
、

1
9
2
9
年
に
バ
ン
ド
ン
地
質
学
博
物
館

(
M
u
s
e
u
m
 Geologi B
a
n
d
u
n
g
)
な
ど
、

19
世
紀
後
半
か
ら
20
世
紀
前
半
に
か
け
て
全

国
各
地
で
博
物
館
が
設
置
さ
れ
ま
し
た
。
そ

の
多
く
は
民
間
団
体
や
個
人
の
設
立
し
た
私

立
博
物
館
で
し
た
が
、
オ
ラ
ン
ダ
植
民
地
政

庁
が
補
助
金
を
交
付
し
た
例
も
あ
り
ま
す
。

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
が
独
立
し
た

1
9
4
5
年

に
は
国
内
に
26
館
が
設
置
さ
れ
て
お
り
、
そ

の
後
20
年
の
間
に
博
物
館
数
は
46
館
に
増
え

ま
し
た
が
、
．
資
金
難
と
人
材
不
足
で
質
的
な

改
善
が
行
わ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、

本
格
的
な
博
物
館
の
建
設
や
補
修
は
、
ス
ハ

ル
ト
政
権
の
成
立
を
待
た
な
け
れ
ば
な
り
ま

／
せ
ん
で
し
た
。

1
9
4
9
年
に
博
物
館
を
管

轄
す
る
政
府
機
関
と
し
て
「
博
物
館
担
当

部
」
が
設
置
さ
れ
、

1
9
6
4
年
に
は
、
教
育

文
化
省
の
も
と
に
独
立
し
た
一
部
局
と
し
て

「
国
立
博
物
院
」
が
設
置
さ
れ
ま
し
た
。
ス

ハ
ル
ト
政
権
下
の

1
9
6
6年
に
省
庁
再
編

芝

さ

房

1
E
b
.

t
し
魯
1
>

汎
ガ
公
i

"F

化
指
導
所
(
K
e
im
in
B
u
n
k
a
 S
h
idosho)
に

よ
る
影
響
を
受
け
た
時
期
、
そ
し
て

1
9
4

5
1
6
5
年
の
独
立
後
の
時
期
で
、
同
館
で
は

そ
れ
ら
の
各
時
期
の
作
品
も
体
系
的
に
収

集
・
展
示
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
諸
外
国
の

ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
作
品
も
、
欧
米
の
み
な
ら

ず
、
ス
ー
ダ
ン
、
イ
ン
ド
、
ペ
ル
ー
、
キ
ュ
ー

バ
、
ベ
ト
ナ
ム
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
等
の
作
品
も
収

集
し
て
い
る
の
が
特
色
で
す
。

2
0
0
4
年

に
は
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
ア
ー
ト
・
サ
ミ
ッ
ト
の

会
場
と
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、

1
9
7
4
年

に
「
絵
画
展
」
と
し
て
始
ま
っ
た
ジ
ャ
カ
ル

タ
・
ビ
エ
ン
ナ
ー
レ

(
1
9
8
2
年
に
改
称
）

も
、
定
期
的
に
開
催
さ
れ
て
は
い
な
い
も
の

の、

2
0
0
9
年
に
は
13
回
目
の
開
催
を
迎

え
、
近
年
は
同
館
も
会
場
と
し
て
お
り
、
ア
ジ

ア
の
ア
ー
ト
・
シ
ー
ン
を
先
導
し
て
い
ま
す
。

国

軍

博

物

館

，

(
M
u
s
e
u
m
 S
at
ri
a
 M
a
n
d
a
l
a
)
 

国
軍
博
物
館
は
、
ス
カ
ル
ノ
元
大
統
領
の

第
3
夫
人
で
あ
っ
た
デ
ヴ
ィ
・
ス
カ
ル
ノ
の

旧
邸
を
活
用
し
、

1
9
7
2
年
に
開
館
し
ま

し
た
。
太
平
洋
戦
争
お
よ
び
イ
ン
ド
ネ
シ
ア

独
立
期
に
関
す
る
銃
抱
、
大
砲
、
戦
車
、
ミ

サ
イ
ル
、
機
雷
等
の
さ
ま
ざ
ま
な
武
器
展
示

の
ほ
か
、
軍
隊
の
制
服
、
軍
旗
等
の
資
料
を

収
蔵
・
展
示
し
て
お
り
、
ジ
オ
ラ
マ
に
よ
る

展
示
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
屋
外
に
は
ヘ
リ

コ
プ
タ
）
や
戦
闘
機
が
数
多
く
展
示
さ
れ
、

旧
日
本
軍
に
関
す
る
武
器
資
料
も
多
数
展
示

さ
れ
て
い
ま
す
。
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省

の

管

轄

下

と

し

て

週

2
回

の

公

開

を

行

う

よ

う

に

な

り

ま

し

た

。

1
9
1
1年に
ラ

ー

マ

6
世

に

よ

っ

て

王

宮

官

吏

、

博

物

館

官

吏

、

道

徳

省

官

吏

を

技

術

官

と

し

て

集

め

た

芸

術

局

が

設

置

さ

れ

、

続

い

て

1
9
2
6年

に

ラ

ー

マ

7
世

に

よ

っ

て

同

局

が

博

物

館

事

業

や

仏

典

書

庫

等

を

所

掌

す

る

よ

う

に

な

る

と

、

国

立

博

物

館

は

よ

う

や

く

広

く

一

般

国

民

に

公

開

さ

れ

る

よ

う

に

な

り

ま

し

た

。

芸

術

局

は

、

1
9
3
3年
に

法

令

に

よ

っ

て

道

徳

省

に

編

入

さ

れ

ま

し

た

が

、

そ

の

後

も

組

織

改

変

や

移

動

が

頻

繁

に

行

わ

れ

、

1

9
5
2年
に

そ

れ

ま

で

の

国

家

文

化

会

談

事

業

局

が

文

化

省

に

昇

格

す

る

と

、

内

閣

官

房

の

直

轄

に

置

か

れ

ま

し

た

。

さ

ら

に

1
9
5

8年
の

政

変

に

よ

っ

て

省

庁

改

組

法

が

制

定

さ

れ

、

文

化

省

が

解

散

の

上

、

教

育

省

に

併

合

さ

れ

た

時

期

も

あ

り

ま

し

た

が

、

2
0
0

2年

10月
の

省

庁

改

組

法

の

制

定

に

伴

い

、

再

び

文

化

省

が

設

置

さ

れ

、

今

日

に

至

っ

て

い

ま

す

。

な

お

、

I
C
O
M
（

国

際

博

物

館

会

議

）

に

は

、

I
C
O
M発
足

の

翌

年

1
9

4
7年
に

加

盟

し

て

い

ま

す

。

タ

イ

に

お

け

る

文

化

政

策

の

重

点

は

、

従

来

、

古

美

術

、

遺

跡

保

存

な

ど

伝

統

文

化

の

保

存

に

か

た

よ

り

が

ち

で

し

た

が

、

2
0
0
・

2
年

の

文

化

省

新

設

に

よ

っ

て

現

代

文

化

を

振

興

し

よ

う

と

い

う

気

運

が

高

ま

り

、

文

化

省

に

現

代

芸

術

文

化

局

が

設

け

ら

れ

、

そ

の

初

代

局

長

に

キ

ュ

レ

ー

タ

ー

と

し

て

国

際

的

に

活

躍

し

て

い

た

ア

ピ

ナ

ン

・

ポ

ー

サ

ヤ

ー

ナ

ン

氏

が

就

任

す

る

な

ど

、

そ

の

体

制

が

整

バンコク国立美術館

一

バンコク国立博物館

立

博

物

館

事

務

局

、

文

学

歴

史

部

、

建

築

部

、

国

立

図

書

館

部

、

国

立

公

文

書

館

部

、

10部
門

職

人

部

、

局

総

務

部

が

設

置

さ

れ

て

お

り

、

全

国

15か
所

に

地

方

事

務

所

も

置

か

れ

て

い

ま

す

。

国

立

博

物

館

は

、

国

立

博

物

館

事

務

局

（

杏

i

n
ま
i
5f
r
a
m
m
m
u
臣
g
5
)
が

所

管

し

て

お

り

、

一

般

行

政

部

門

、

研

究

部

門

、

博

物

館

事

業

開

発

部

門

、

考

古

学

遺

物

・

美

術

品

整

理

部

門

、

国

立

博

物

館

中

央

収

蔵

庫

、

保

存

科

学

部

門

の

6
つ

の

部

門

か

ら

成

り

立

っ

て

い

ま

す

。

国

立

博

物

館

は

、

全

国

に

43

館

（

中

部

21館
、

北

部

8
館

、

東

北

部

7

タ
イ
の
国
立
博
物
館

館

、

南

部

7館
）

設

置

さ

れ

、

1館
が

建

設

中

で

す

が

、

バ

ン

コ

ク

国

立

博

物

館

、

王

室

御

座

船

国

立

博

物

館

、

シ

ン

・

ピ

ー

ラ

シ

ー

記

念

国

立

博

物

館

、

王

室

象

国

立

博

物

館

、

ガ

ー

ン

チ

ャ

ナ

ー

ビ

セ

ー

ク

国

立

博

物

館

お

よ

び

国

立

美

術

館

の

6館
が

国

立

博

物

館

中

核

施

設

・

（

ま

呈

g

n
a
m
巨
3
怠
苗
5g

naゴ
ム

b
u芝）
と

し

て

財

政

・

人

員

的

に

重

点

的

な

位

置

づ

け

が

与

え

ら

れ

て

い

ま

す

。

1
9
6
1年
に

制

定

さ

れ

た

古

代

記

念

物

、

遣

物

、

芸

術

品

お

よ

び

国

立

博

物

館

法

第

26条
に

は

「

芸

術

局

管

理

下

の

国

家

財

産

で

あ

る

遺

物

ま

た

は

芸

術

品

は

、

国

立

博

物

館

以

外

の

場

所

に

保

管

さ

れ

て

は

な

ら

な

え

ら

れ

て

い

き

ま

し

た

。

ま

た

、

各

自

治

体

レ

ベ

ル

で

も

さ

ま

ざ

ま

な

文

化

事

業

が

展

開

さ

れ

る

よ

う

に

な

り

、

2
0
0
8年

7
月

に

は

バ

ン

コ

ク

の

中

心

部

に

バ

ン

コ

ク

芸

術

文

化

セ

ン

タ

ー

(ma穿己
寄

J

g

Cllauszn7ム
m

m
mゴ
U
m
)
が

オ

ー

プ

ン

し

ま

し

た

。

現

在

、

全

国

で

お

よ

そ

2
0
0館程
度

の

歴

史

博

物

館

・

美

術

館

が

設

置

さ

れ

て

い

ま

す

。

こ

の

ほ

か

、

国

立

の

博

物

館

と

し

て

は

、

教

育

省

所

管

の

国

立

教

育

科

学

セ

ン

タ

ー

（

プ

ラ

ネ

タ

リ

ウ

ム

お

よ

び

水

族

館

を

併

設

）

、

天

然

資

源

・

環

境

省

所

管

の

恐

竜

博

物

館

、

工

業

省

所

管

の

地

上

資

源

博

物

館

、

環

境

省

所

管

の

ク

イ

ー

ン

シ

リ

キ

ッ

ト

植

物

園

、

陸

、

海

、

空

軍

そ

れ

ぞ

れ

が

設

置

し

て

い

る

軍

事

博

物

館

等

が

設

置

さ

れ

て

い

ま

す

。

ま

た

、

天

然

資

源

・

環

境

省

監

督

下

の

公

社

と

し

て

タ

イ

王

国

動

物

園

機

構

が

設

置

さ

れ

て

お

り

、

ド

ウ

シ

ッ

ト

動

物

園

、

カ

オ

キ

ア

ウ

開

放

動

物

園

、

チ

ェ

ン

マ

イ

動

物

園

、

ナ

コ

ー

ン

ラ

ー

チ

ャ

シ

ー

マ

ー

動

物

園

、

ソ

ン

ク

ラ

ー

動

物

園

の

5園
を

管

理

し

て

い

ま

す

。

同

じ

く

同

省

所

管

の

国

立

海

洋

生

物

学

セ

ン

タ

ー

に

よ

っ

て

プ

ー

ケ

ッ

ト

水

い

。

し

か

し

そ

れ

ら

を

国

立

博

物

館

に

保

管

す

る

こ

と

が

不

可

能

ま

た

は

不

適

切

な

場

合

、

長

官

の

許

可

に

従

い

、

そ

れ

ら

を

政

府

に

属

す

る

他

の

博

物

館

、

寺

院

、

ま

た

は

場

所

に

保

管

す

る

こ

と

が

で

き

る

」

と

規

定

さ

れ

て

お

り

、

国

立

博

物

館

が

所

蔵

す

る

文

化

財

は

、

す

べ

て

国

有

財

産

の

扱

い

と

な

り

ま

す

。

ま

た

、

同

法

第

27条
に

よ

り

、

「

国

立

博

物

館

の

安

全

、

清

潔

お

よ

び

整

頓

を

保

持

す

る

た

め

に

適

切

と

考

え

ら

れ

る

場

合

」

は

、

入

場

料

ま

た

は

そ

の

他

の

料

金

を

徴

収

す

る

こ

と

が

で

き

る

と

定

め

ら

れ

て

い

ま

す

。

な

お

、

タ

イ

で

は

外

国

人

の

入

館

料

を

高

額

に

設

定

し

て

い

る

例

が

多

く

見

ら

れ

ま

す

。

一

方

、

現

代

芸

術

に

関

し

て

は

、

同

省

に

現

代

芸

術

文

化

局

（

杏

手

n
5忘烹
己

寄

巨

67せ

3
芸

邑

、

g

)

が

設

置

さ

れ

て

お

り

、

現

代

美

術

館

や

ギ

ャ

ラ

リ

ー

の

支

援

、

芸

術

関

連

団

体

お

よ

び

関

係

者

の

内

外

ネ

ッ

ト

ワ

ー

ク

の

構

築

、

タ

イ

の

現

代

美

術

関

連

の

電

子

情

報

セ

ン

タ

ー

事

業

運

営

、

伝

統

芸

術

と

現

代

芸

術

の

知

識

発

展

の

た

め

の

教

育

と

研

究

、

芸

術

関

連

へ

の

資

金

の

獲

得

と

基

金

の

運

営

等

を

実

施

し

て

い

ま

す

。

具

体

的

に

は

、

視

覚

芸

術

、

パ

フ

ォ

ー

ミ

ン

グ

ア

ー

ト

、

文

学

、

建

築

、

内

装

飾

、

映

画

、

グ

ラ

フ

ィ

ッ

ク

・

デ

ザ

ィ

ン

、

服

飾

、

音

楽

の

9
つ

の

部

門

か

ら

成

り

立

っ

て

い

ま

す

。

学

芸

員

に

関

し

て

国

家

資

格

は

設

け

ら

れ

て

い

ま

せ

ん

が

、

大

学

で

考

古

学

や

人

類

学

、

美

術

史

等

を

専

攻

し

た

学

部

生

を

採

用

し

、

採

用

後

に

博

物

館

学

や

ミ

ュ

ー

ジ

ア

ム

・

マ

族

館

が

設

置

さ

れ

て

い

ま

す

。

パ

ン

コ

ク

国

立

博

物

館

(
W
W
巳
5
2
s
a
m
U
Ei
s
n
a
wJ
"
m
m
)

東

南

ア

ジ

ア

最

大

級

の

博

物

館

で

、

タ

イ

各

地

か

ら

集

め

ら

れ

た

先

史

時

代

か

ら

近

代

に

至

る

美

術

工

芸

の

優

品

を

1
0
0
0点以

上

収

蔵

し

て

い

ま

す

。

入

口

付

近

に

あ

る

歴

史

館

で

は

、

タ

イ

の

歴

史

を

概

観

す

る

こ

と

が

で

き

、

2
0
0
3年に
ユ

ネ

ス

コ

の

世

界

記

憶

遺

産

（

メ

モ

リ

ー

・

オ

プ

・

ザ

・

ワ

ー

ル

ド

）

に

登

録

さ

れ

た

ラ

ー

ム

カ

ム

ヘ

ー

ン

大

王

碑

文

も

展

示

さ

れ

て

い

ま

す

。

そ

の

横

に

あ

る

プ

ッ

ダ

イ

サ

ワ

ン

礼

拝

堂

で

は

、

仏

陀

像

プ

ラ

ブ

ッ

ダ

シ

ヒ

ン

を

安

置

し

、

壁

画

に

は

仏

陀

の

生

涯

が

描

か

れ

て

い

ま

す

。

タ

イ

の

博

物

館

で

は

、

旧

宮

殿

や

寺

院

等

を

活

用

し

て

い

る

例

が

多

い

こ

と

も

あ

っ

て

、

靴

を

脱

い

で

鑑

賞

す

る

展

示

室

が

多

く

見

ら

れ

ま

す

が

、

こ

こ

も

そ

の

1
つ

で

す

。

そ

の

後

ろ

の

棟

は

特

別

展

示

室

に

な

っ

て

お

り

、

文

化

庁

で

は

、

1
9
9
7年に
ア

ジ

ア

に

お

け

る

最

初

の

海

外

展

「

日

本

の

陶

磁

」

展

を

同

館

で

開

催

し

ま

し

た

。

今

年

は

、

タ

イ

の

芸

術

局

設

置

1
0
0年も
記

念

し

、

1月
か

ら

3
月

ま

で

再

び

同

館

で

「

日

本
と
タ
イ
—
ふ
た
つ
の
国
の

タ

巧

と

美

」

展

を

開

催

中

で

、

ンセ

4月
か

ら

は

九

州

国

立

博

物

学m
館

に

お

い

て

帰

国

展

を

開

催

立

す

る

予

定

で

す

。

教

特

別

展

示

室

の

奥

は

、

日

国

字

型

に

配

置

さ

れ

た

建

物

に

ネ

ー

ジ

メ

ン

ト

に

関

す

る

研

修

を

受

講

さ

せ

る

こ

と

に

よ

っ

て

ス

キ

ル

ア

ッ

プ

を

図

っ

て

い

ま

す

。

前

述

の

と

お

り

、

国

立

博

物

館

だ

け

で

全

国

に

43館
あ

り

ま

す

の

で

、

専

門

ス

タ

ッ

フ

も

全

国

レ

ベ

ル

で

人

事

異

動

が

行

わ

れ

、

館

長

や

部

長

級

以

上

の

ス

タ

ッ

フ

は

、

必

ず

経

験

豊

富

な

専

門

ス

タ

ッ

フ

の

中

か

ら

登

用

さ

れ

ま

す

。

だ

だ

し

、

学

芸

員

は

一

番

大

き

な

バ

ン

コ

ク

国

立

博

物

館

で

5名
、

小

規

模

な

館

で

は

1
i
2
名

程

度

で

、

全

国

に

80名程
度

し

か

配

属

さ

れ

て

お

ら

ず

、

人

材

の

養

成

が

最

大

の

課

題

と

な

っ

て

い

ま

す

。

な

お

、

2
0
0
4年に
タ

イ

博

物

館

協

会

が

設

立

さ

れ

、

博

物

館

の

質

の

向

上

に

資

す

る

た

め

の

研

修

会

の

開

催

や

調

査

研

究

、

情

報

交

換

等

を

行

っ

て

い

ま

す

が

、

会

員

数

は

未

だ

数

百

人

程

度

で

、

館

種

別

・

専

門

別

の

組

織

や

分

科

会

は

設

け

ら

れ

て

お

ら

ず

、

今

後

の

拡

充

が

待

た

れ

ま

す

。

タ

イ

に

お

け

る

博

物

館

発

展

の

歴

史

タ

イ

の

博

物

館

は

、

1
8
6
2年に
ラ

ー

マ

4世
に

よ

っ

て

王

宮

内

に

王

室

コ

レ

ク

シ

ョ

ン

が

展

示

さ

れ

た

の

が

は

じ

ま

り

で

す

。

次

い

で

、

1
8
7
4年に
ラ

ー

マ

5
世

に

よ

っ

て

初

め

て

「

博

物

館

」

と

い

う

名

称

を

つ

け

た

施

設

が

設

け

ら

れ

、

同

じ

く

当

初

は

王

宮

内

で

ラ

ー

マ

4世
の

コ

レ

ク

シ

ョ

ン

を

国

賓

や

王

室

へ

の

来

賓

に

対

し

て

見

せ

る

た

め

の

施

設

に

過

ぎ

ま

せ

ん

で

し

た

が

、

王

位

継

承

者

や

王

の

弟

等

が

就

い

て

い

た

副

王

制

度

廃

止

後

の

1
8
8
7年、
旧

副

王

宮

殿

を

改

修

し

て

整

備

を

行

い

、

1
8
9
2年に
教

育

部

門

別

の

展

示

が

な

さ

れ

て

い

ま

す

。

例

え

ば

武

器

、

楽

器

、

石

碑

、

乗

り

物

、

象

牙

、

衣

装

、

織

物

等

に

関

す

る

資

料

が

展

示

さ

，

れ

、

陶

磁

器

に

つ

い

て

は

、

バ

ー

ン

チ

ア

ン

彩

色

土

器

、

ク

メ

ー

ル

陶

器

、

サ

ン

カ

ロ

ー

ク

磁

器

、

ベ

ン

チ

ャ

ロ

ン

に

至

る

歴

史

を

た

ど

る

こ

と

が

で

き

ま

す

。

さ

ら

に

そ

の

周

囲

の

別

棟

に

は

、

時

代

別

の

仏

教

美

術

や

出

土

品

、

仏

像

等

の

美

術

工

芸

品

が

系

統

的

に

展

示

さ

れ

て

い

ま

す

。

パ

ン

コ

ク

国

立

美

術

館

(
W
W日
f

2
S
a
m
u
m
4
S
h
a
u
a
a
m
n

バ

ン

コ

ク

国

立

美

術

館

の

所

在

地

に

は

、

ラ

ー

マ

1世
治

世

当

時

に

は

副

王

の

宮

殿

が

あ

り

ま

し

た

が

、

ラ

ー

マ

5世
の

時

代

に

宮

殿

を

取

り

壊

し

、

1
9
0
2年
に

王

室

お

雇

い

の

イ

タ

リ

ア

人

設

計

技

師

カ

ル

ロ

・

ア

ル

レ

グ

リ

が

イ

ギ

リ

ス

バ

ー

ミ

ン

ガ

ム

の

工

場

の

設

計

を

模

し

た

造

幣

局

庁

舎

を

建

設

し

、

1
9
6
8年
ま

で

使

用

さ

れ

ま

し

た

。

そ

の

後

、

1
9
7
4年
に

芸

術

局

に

所

管

換

え

と

な

り

、

改

装

後

に

1
9
7
7年
に

国

立

美

術

館

と

し

て

開

館

し

ま

し

た

。

1
9
7
8年に

は

国

家

歴

史

建

造

物

に

指

定

さ

れ

て

い

ま

す

。

1
9
8
3年に
は

敷

地

も

拡

充

し

、

企

画

展

示

室

も

設

け

ら

れ

ま

し

た

。

本

館

は

常

設

展

示

室

に

な

っ

て

お

り

、

1

階

は

タ

イ

美

術

史

上

重

要

な

国

王

の

作

品

お

よ

び

立

憲

君

主

制

と

な

っ

た

1
9
3
2年
以

降

の

近

現

代

の

国

内

芸

術

家

を

中

心

地

と

す

る

作

品

を

展

示

し

、

2
階

で

は

伝

統

的

な

タ

イ

の

絵

画

を

展

示

し

て

い

ま

す

。
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